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（3） 小・中・高等学校における英語をはじめとする外国語教育の強化 

ア 生徒の英語力の向上 

(ｱ) 生徒の英語力の状況 

（要旨） 

生徒の英語力については、第2期計画において、平成29年度までに、学習指導

要領に基づき達成される英語力の目標である、①中学校卒業段階：英検3級程度

以上、②高等学校卒業段階：英検準2級程度から2級程度以上を達成した中高校

生の割合を、それぞれ50％とする成果指標が設定されている。 

文部科学省の「英語教育実施状況調査」によると、中学3年生の英語力は平成

24年度31.2％から28年度36.1％に、高校3年生の英語力も24年度31.0％から28年

度36.4％に、それぞれ緩やかに上昇している。 

 生徒の英語力については、成果指標として設定された英検の該当級の取得者

と、これに相当する英語力を有すると英語担当教員が判断する生徒（以下「相

当者」という。）を含めることとされており、平成24年度から27年度までの取得

者と相当者の比率をみると、おおむね中学校では1：1、高校では1：2の割合で推

移している。 

 他方、平成 27 年度における取得者と相当者の比率を都道府県別に比較する

と、中学生では、8：2から 3：7、高校生では、6：4から 2：8と、都道府県ご

とにかなりのバラつきがみられる。また、相当者の割合だけをみても、中学生

では最高 28.1％に対し最低は 8.1％と 20.0ポイントの開きがあり、高校生では

最高 36.3％に対し最低は 10.6％と 25.7ポイントの開きがある。 

今回、中学校41校及び高等学校40校の計81校並びにこれらの学校を管轄する

15都道府県教育委員会及び22市区町村教育委員会の計37教育委員会において、

相当者の判定方法、判定状況等を調査したところ、相当者の統一的な判定方針

を定めているものは2教育委員会のみで、残る35教育委員会は各学校（教員）の

判断に一任している状況となっていた。 

調査した81校における相当者の判定方法をみると、ⅰ）英検の判定結果を活

用して判定（1校）、ⅱ）英検以外の外部検定試験の結果を活用して判定（11校）、

ⅲ）英検取得者との相対比較で判定（33校）、ⅳ）英検合格者と比較せず、例え

ば、定期試験における一定水準以上の得点等で判定（29校）などとなっていた。 

また、相当者数の経年比較ができた54校の状況をみると、8割以上の学校（54

校中46校。85.2％）で、対前年度比較で50％以上増減しており、その理由につい

て、調査により確認できた15校では、担当教員の交代により、判定基準や判定

方法が変更になったことによるとする意見（13校）が大半を占めていた。 

文部科学省は、教育委員会を通じて学校に配布・活用を求めているＣＥＦＲ

判定表やＣＡＮ－ＤＯリストを用いることにより、相当者の判定は可能として
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いる。 

しかし、調査した教育委員会からは、相当者の判定について、現行の英語力の

目標設定は妥当とする意見（1教育委員会）がある一方、現行の英語力の目標設

定は疑問がある（7教育委員会）、国による判定基準の策定を求める（12教育委

員会）、相当者の判定の正確性を疑問視する（7教育委員会）などの意見がみら

れた。 

また、調査した中学校・高等学校からも、現在の英語力の測定指標が英検の取

得を前提としていることに関し、学習指導要領に基づく指導の成果を外部検定

試験である英検の合否に当てはめることへの違和感があるとする意見（1校）が

みられるほか、相当者の判定については、英語教員の主観に判定が左右される

ことに疑問がある（7校）、相当者を判定する際に、4技能を正確に評価できてい

るのか不安がある（6校）などの意見がみられた。 

 

（成果指標とその実績） 

生徒の英語力については、第 2 期計画において、平成 29 年度までに、

学習指導要領に基づき達成される英語力の目標である、①中学校卒業段

階：英検 3級程度以上、②高等学校卒業段階：英検準 2級程度から 2級程

度以上を達成した中高校生の割合を、それぞれ 50％とする成果指標が設定

されている。 

文部科学省は、毎年公立小・中・高等学校を対象に実施する「英語教育

実施状況調査」により、生徒の英語力を把握しており、これによると、図

表 3-(3)-ア-①のとおり、中学 3 年生の英語力は平成 24 年度 31.2％から

28年度 36.1％に、高校 3年生の英語力も 24年度 31.0％から 28年度 36.4％

に、それぞれ緩やかに上昇している。 

     

図表 3-(3)-ア-①  中学 3 年生、高校 3 年生の英語力の推移（平成 24 年度 

～28 年度）                               

（単位：％） 

区 分 
目標値 

(平成29年度) 
平成 24 年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

中学 3年生の英語力 50.0 31.2 32.2 34.6 36.6 36.1 
高校 3年生の英語力 50.0 31.0 31.0 31.9 34.3 36.4 

（注）1 平成24年度は「『国際共通語としての英語力向上のための五つの提言と具体的
施策』に係る状況調査」（文部科学省）、25年度から28年度までは「英語教育実施
状況調査」（文部科学省）に基づき、当省が作成した。 
2 平成 24年度、26年度、27年度及び 28年度はそれぞれ 12月 1日時点、25年
度は 12 月 2日時点の数である。 
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（生徒の英語力の判定） 

生徒の英語力については、成果指標として設定された英検の該当級の取

得者と、相当者を含めることとされており、図表 3-(3)-ア-②のとおり、

平成 24年度から 27年度までの取得者と相当者の比率をみると、おおむね

中学校では 1：1（例えば、平成 27年度は取得者 18.9％、相当者 17.7％）、

高校では 1：2（例えば、平成 27年度は取得者 11.5％、相当者 22.8％）の

割合で推移している。 

 

図表 3-(3)-ア-② 中学 3 年生、高校 3 年生の英語力に占める取得者及び 

相当者の内訳（平成 24 年度～27 年度）       

（単位：％） 

区分 平成 24年度 25年度 26年度 27年度 
中学 3年生の英語力 31.2 32.2 34.6 36.6 
 うち、取得者 16.2 16.5 18.4 18.9 

うち、相当者 15.0 15.7 16.3 17.7 
高校3年生の英語力 31.0 31.0 31.9 34.3 
 うち、取得者 10.6 11.0 11.1 11.5 

うち、相当者 20.4 20.0 20.8 22.8 
（注）1 平成24年度は「『国際共通語としての英語力向上のための五つの提言と具体

的施策』に係る状況調査」（文部科学省）、25年度から27年度までは「英語教育
実施状況調査」（文部科学省）に基づき、当省が作成した。 
2 平成24年度、26年度及び27年度はそれぞれ12月1日時点、25年度は12月2日
時点の数である。 
3 小数第2位を四捨五入しているため、取得者と相当者の合計値が英語力の数
値と一致しない場合がある。 

 

他方、平成 27 年度における取得者と相当者の比率を都道府県別に比較

すると、中学生では、図表 3-(3)-ア-③のとおり、8：2（秋田県）から 3：

7（奈良県）、高校生では、図表 3-(3)-ア-④のとおり、6：4（沖縄県）か

ら 2：8（奈良県）と、都道府県ごとにかなりのバラつきがみられる。また、

相当者の割合だけをみても、中学生では最高 28.1％（千葉県）に対し最低

は 8.1％（和歌山県）と 20.0 ポイントの開きがあり、高校生では、最高

36.3％（千葉県）に対し最低は 10.6％（沖縄県）と 25.7 ポイントの開き

がある。 

     

図表 3-(3)-ア-③ 中学 3 年生の都道府県別英語力と取得者・相当者 

の比率（平成 27 年度）         

（単位：％） 

区 分 
中学 3年生の英語力 

英語力に占める取得者・
相当者の比率 

英語力 
 

取得者 相当者 
うち取得者 うち相当者 

北海道 28.1 12.8 15.3 45.5  54.5  
青森県 35.5 21.2 14.3 59.8  40.2  
岩手県 32.8 18.5 14.4 56.3  43.7  
宮城県 35.4 15.9 19.5 45.0  55.0  
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秋田県 48.6 39.7 9.0 81.6  18.4  
山形県 29.4 16.6 12.8 56.6  43.4  
福島県 32.0 15.3 16.6 48.0  52.0  
茨城県 39.8 24.1 15.7 60.6  39.4  
栃木県 35.3 18.9 16.4 53.6  46.4  
群馬県 40.4 24.3 16.1 60.1  39.9  
埼玉県 41.6 21.1 20.5 50.7  49.3  
千葉県 52.1 24.0 28.1 46.1  53.9  
東京都 47.9 30.2 17.7 63.0  37.0  
神奈川県 41.9 24.3 17.6 58.0  42.0  
新潟県 30.5 14.7 15.8 48.1  51.9  
富山県 38.4 18.2 20.2 47.5  52.5  
石川県 47.8 27.2 20.5 57.0  43.0  
福井県 42.7 19.7 23.0 46.0  54.0  
山梨県 30.4 16.3 14.1 53.6  46.4  
長野県 33.7 18.5 15.2 54.9  45.1  
岐阜県 34.3 16.2 18.1 47.3  52.7  
静岡県 33.9 16.9 17.1 49.8  50.2  
愛知県 31.6 16.4 15.1 52.0  48.0  
三重県 31.4 13.8 17.6 43.9  56.1  
滋賀県 36.8 18.6 18.1 50.7  49.3  
京都府 40.4 20.5 19.9 50.8  49.2  
大阪府 28.9 9.7 19.2 33.5  66.5  
兵庫県 33.7 15.5 18.3 45.9  54.1  
奈良県 34.1 10.8 23.3 31.7  68.3  
和歌山県 39.9 31.8 8.1 79.6  20.4  
鳥取県 40.7 15.9 24.8 39.1  60.9  
島根県 27.7 11.8 15.9 42.7  57.3  
岡山県 35.0 17.8 17.2 50.9  49.1  
広島県 39.5 19.5 20.0 49.4  50.6  
山口県 28.7 12.7 16.1 44.1  55.9  
徳島県 39.1 18.1 21.1 46.1  53.9  
香川県 31.9 14.9 16.9 46.9  53.1  
愛媛県 36.2 17.7 18.5 49.0  51.0  
高知県 25.8 11.3 14.5 43.8  56.2  
福岡県 31.5 14.5 16.9 46.2  53.8  
佐賀県 32.4 17.0 15.4 52.6  47.4  
長崎県 32.7 15.7 17.0 48.0  52.0  
熊本県 26.9 13.5 13.4 50.1  49.9  
大分県 33.9 17.7 16.2 52.3  47.7  
宮崎県 37.7 25.4 12.3 67.2  32.8  
鹿児島県 36.3 20.1 16.1 55.5  44.5  
沖縄県 29.2 17.8 11.5 60.8  39.2  
全国平均 36.6 18.9 17.7 51.6  48.4 

（注）1 平成 27年度「英語教育実施状況調査」（文部科学省）に基づき、当省が
作成した。 
2 政令指定都市のある都道府県の数値は、政令指定都市の実績も含む。 
3 小数第2位を四捨五入しているため、取得者と相当者の合計値が英語力
の数値と一致しない場合がある。 
4 中学3年生の英語力のうち相当者部分の網掛けは、割合が最高のもの及
び最低のものに付した。 
5 英語力に占める取得者・相当者の比率部分の網掛けは、取得者・相当者
の比率が最大のもの及び最小のものに付した。 
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図表 3-(3)-ア-④ 高校 3 年生の都道府県別英語力と取得者・相当者 

の比率（平成 27 年度）           

（単位：％） 

区 分 
高校 3年生の英語力 

英語力に占める取得者・
相当者の比率 

英語力 
 

取得者 相当者 
うち取得者 うち相当者 

北海道 29.4 10.2 19.2 34.6 65.4 
青森県 36.2 19.9 16.3 54.9 45.1  
岩手県 34.5 12.3 22.3 35.5  64.5  
宮城県 30.2 9.5 20.7 31.6  68.4  
秋田県 35.8 15.7 20.1 43.9  56.1  
山形県 38.1 16.8 21.4 43.9  56.1  
福島県 25.1 7.5 17.6 29.9  70.1  
茨城県 27.2 13.6 13.7 49.8  50.2  
栃木県 39.6 11.7 27.9 29.5  70.5  
群馬県 49.7 14.8 34.8 29.8  70.2  
埼玉県 36.4 10.9 25.5 29.9  70.1  
千葉県 46.2 9.9 36.3 21.5  78.5  
東京都 36.3 13.0 23.2 35.9  64.1  
神奈川県 27.8 8.9 18.9 32.0  68.0  
新潟県 35.3 9.4 25.9 26.7  73.3  
富山県 39.1 11.4 27.7 29.2  70.8  
石川県 40.5 11.6 28.9 28.6  71.4  
福井県 42.5 15.9 26.6 37.4  62.6  
山梨県 30.0 13.4 16.6 44.8  55.2  
長野県 35.0 12.2 22.7 35.0  65.0  
岐阜県 37.9 8.6 29.3 22.7  77.3  
静岡県 38.1 12.3 25.8 32.2  67.8  
愛知県 31.3 8.8 22.5 28.1  71.9  
三重県 31.2 8.7 22.5 27.9  72.1  
滋賀県 31.9 10.0 21.9 31.3  68.7  
京都府 32.8 14.3 18.5 43.7  56.3  
大阪府 31.2 10.2 21.0 32.7  67.3  
兵庫県 41.5 11.6 30.0 27.8  72.2  
奈良県 30.5 5.8 24.7 19.1  80.9  
和歌山県 22.5 7.5 15.0 33.4  66.6  
鳥取県 35.0 9.0 26.0 25.7  74.3  
島根県 31.6 10.9 20.7 34.5  65.5  
岡山県 35.6 10.0 25.6 28.1  71.9  
広島県 34.9 15.5 19.3 44.5  55.5  
山口県 31.6 7.0 24.6 22.2  77.8  
徳島県 35.9 12.5 23.4 34.9  65.1  
香川県 30.8 9.4 21.4 30.6  69.4  
愛媛県 34.0 14.3 19.7 42.0  58.0  
高知県 26.2 14.5 11.7 55.4  44.6  
福岡県 39.1 14.5 24.6 37.2  62.8  
佐賀県 31.0 11.7 19.3 37.8  62.2  
長崎県 35.1 10.1 25.0 28.8  71.2  
熊本県 30.4 15.7 14.7 51.6  48.4  
大分県 39.1 16.6 22.5 42.4  57.6  
宮崎県 39.0 18.3 20.7 47.0  53.0  
鹿児島県 28.0 13.5 14.5 48.1  51.9  
沖縄県 24.0 13.3 10.6 55.6  44.4  
全国平均 34.3 11.5 22.8 33.5  66.5 
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（注）1 平成 27年度「英語教育実施状況調査」（文部科学省）に基づき、当省が
作成した。 
2 政令指定都市のある都道府県の数値は、政令指定都市の実績も含む。 
3 小数第2位を四捨五入しているため、取得者と相当者の合計値が英語力 
の数値と一致しない場合がある。 
4 高校3年生の英語力のうち相当者部分の網掛けは、割合が最高のもの及
び最低のものに付した。 
5 英語力に占める取得者・相当者の比率部分の網掛けは、取得者・相当者
の比率が最高のもの及び最低のものに付した。 

 

今回、当省において、中学校 41 校及び高等学校 40 校の計 81 校を抽出

するとともに、これらの学校を管轄する 15都道府県教育委員会及び 22市

区町村教育委員会の計 37 教育委員会において、相当者の判定方法、判定

状況等を調査したところ、図表 3-(3)-ア-⑤のとおり、2教育委員会は、英

語力の把握方法の統一性を確保するため、英検ＩＢＡの判定結果を活用す

る、英語科の評定 4以上を相当者とするといった判定方針を定めていたが、

残る 35 教育委員会は各学校（教員）の判断に一任している状況となって

いた。 

      

図表 3-(3)-ア-⑤ 当省が調査した 37 教育委員会における相当者の判定 

方針の策定状況               

（単位：教育委員会） 

区 分 教育委員会 
教育委員会としての判定方針を策定 2 
 全ての生徒が受験する英検ＩＢＡの判定結果に基づき、相当者

を判定するよう、管内の学校に通知 
1 

英語科の評定 4以上の生徒を相当者と判定するよう、英語教育
実施状況調査の記入要領に追記 

1 

各学校（教員）の判断に一任 35 
（注）当省の調査結果による。 

 

 調査した 81 校における相当者の判定方法をみると、年度により異なる

場合もあるが、調査時点ではおおむね図表 3-(3)-ア-⑥のとおり、ⅰ）英

検の判定結果を活用して判定（1校）、ⅱ）英検以外の外部検定試験の結果

を活用して判定（11 校）、ⅲ）英検取得者との相対比較で判定（33 校）、

ⅳ）英検合格者と比較せず、例えば、定期試験における一定水準以上の得

点等で判定（29 校）、ⅴ）生徒の英語力を個別に判定することなく、概数

を計上（3 校）することとしていたほか、生徒全員に英検を受験させ合格

した取得者のみを報告するもの（1校）、相当者の判定はできないとするも

の（3校）もみられた。 
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図表 3-(3)-ア-⑥ 当省が調査した中学校・高等学校における相当者の判定例 

区 分 判 定 例 

英検の判定結果を
活用 

・ 英検を受験し、準 2 級に不合格となった者のうち、合格点
に近い者を相当者と判定 

英検以外の外部検
定試験の結果を活
用 

・ 生徒全員にＧＴＥＣ ｆｏｒ ＳＴＵＤＥＮＴＳ（注 2）を
受験させ、その結果により相当者を判定 

・ 中学 3年生に英語能力判定テスト（注 3）を受験させ、その
結果により相当者を判定 

英検取得者との相
対比較 

・ 定期試験の英語科において、最も点数の低い取得者を上回
る得点をとった生徒を相当者と判定 

・ 定期試験の英語科において、全取得者の得点の平均値を上
回る生徒を相当者と判定 

・ 日頃の授業態度等から取得者との英語力を比較し、判定 

英検合格者と比較
せず、教員独自の基
準 

・ 定期試験で 80点以上を相当者と判定 
・ 評定 4以上の生徒を相当者と判定 

生徒の英語力を個
別に判定すること
なく、概数を計上 

・ 毎年度、同人数の相当者を報告 

（注）1 当省の調査結果による。 
2 ＧＴＥＣ ｆｏｒ ＳＴＵＤＥＮＴＳは、株式会社ベネッセコーポレーショ
ンが実施する「聞く」「読む」「書く」の3技能を測るスコア型英語テストであ
る。 
3 英語能力判定テストは、公益財団法人日本英語検定協会が学校・企業・そ
の他団体向けに開発した受験者の英語能力を判定するスコア制のテストであ
る。 

 

      調査した 81校のうち、相当者数の経年比較ができた 54校の状況をみる

と、8 割以上の学校（54 校中 46 校。85.2％）で、対前年度比較で 50％以

上増減しており、当該学校における具体的な判定例は、図表 3-(3)-ア-⑦

のとおりとなっている。 

 

図表 3-(3)-ア-⑦ 当省が調査した中学校・高等学校のうち相当者数が対前年

度比較で 50％以上増減している学校における具体的な判定

例 
ⅰ） 英検の判定結果を活用 
 ・ 広島県教育委員会管内高等学校の例 

当該高等学校では、平成 27年度は、英検を受験し、準 2級に不合格となった
生徒のうち、合格点に近い生徒を相当者と判定（不合格の判定結果は、合格点に
近い順からＡ、Ｂと評価され、同校ではＡと評価された生徒を相当者と判定）し
ている。経年比較ができた平成 26年度と 27年度の相当者の数を比較すると、4
人から 23人に増加しており、その増減率は 475.0％となっている。 

 

 26年度  27年度 

相当者数 4人 → 23人 

  ＋ 475.0％増  
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ⅱ） 英検以外の外部検定試験の結果を活用 
 ・ 山形県教育委員会管内高等学校の例 

当該高等学校では、平成 25年度以降、生徒全員にＧＴＥＣ ｆｏｒ ＳＴＵ
ＤＥＮＴＳを受験させ、英語担当教員がその結果をもとに相当者を判定してい
る。経年比較ができた平成 24 年度と 25 年度の相当者の数を比較すると、40 人
から 16 人に減少しており、その増減率は▲60.0％となっている。一方、25年度
と 26年度を比較すると、16人から 61人に増加しており、その増減率は 281.3％
となっており、年度により相当者は大きく増減している。 

 

 24年度  25年度  26年度 

相当者数 40人 → 16人 → 61人 

  ▲ 60.0％減  ＋ 281.3％増  

 
ⅲ） 英検取得者との相対比較 

・ 広島県教育委員会管内高等学校の例 
当該高等学校では、英語担当教員が、各年度に英検準 2級を受験して合格した

生徒のうち、最低点で合格した生徒を基準として、当該生徒よりも各種模試の点
数や定期テストの点数が高い生徒を相当者と判定している。 

経年比較ができた平成 24年度と 25年度の相当者の数を比較すると、150人か
ら 30人に減少しており、その増減率は▲80.0％となっている。一方、25年度と
26年度を比較すると、30人から 74人に増加しており、その増減率は 146.7％と
なっており、年度により相当者は大きく増減している。 

 

 24年度  25年度  26年度 

相当者数 150人 → 30人 → 74人 

  ▲80.0％減  ＋146.7％増  

 
・ 仙台市教育局管内中学校の例 

当該中学校では、英検 3級を取得している生徒の定期テスト、授業内でのテス
トの平均点を算出し、英検 3級以上を取得していない生徒のうち、当該平均点以
上を得点した生徒を相当者と判定している。 
経年比較ができた平成 25 年度と 26 年度の相当者の数を比較すると、47 人か

ら 15人に減少しており、その増減率は▲68.1％となっている。一方、26年度と
27年度を比較すると、15人から 30人に増加しており、その増減率は 100.0％と
なっており、年度により相当者は大きく増減している。 

 

 25年度  26年度  27年度 

相当者数 47人 → 15人 → 30人 

  ▲68.1％減  ＋100.0％増  

 
・ 神戸市教育委員会管内中学校の例 

当該中学校では、中学 3 年生各クラスの英語担当教員が実際に英検 3 級を取
得している生徒の定期テストの点数や授業での受け答え等を参考に、相当者と
なり得る生徒の定期テストの点数や授業での受け答え等の状況をもとに判定し
ている。経年比較ができた平成 26年度と 27年度の相当者の数を比較すると、90
人から 150人に増加しており、その増減率は 66.7％となっている。 

 

 26年度  27年度 

相当者数 90人 → 150人 

  ＋66.7％増   
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ⅳ） 英検合格者と比較せず、教員独自の基準 
・ 千葉県教育委員会管内高等学校の例 

当該高等学校では、定期テストや英語担当教員との口頭でのやりとりを点数
化し評価するパフォーマンステストを基に、生徒が英検準 2 級相当以上の英語
力を有するとした場合に当然理解していなければならない語彙や構文を正解で
きているかに着目して各英語担当教員が判定している。 

経年比較ができた平成 24 年度と 25 年度の相当者の数を比較すると、59 人か
ら 25人に減少しており、その増減率は▲57.6％となっている。一方、26年度と
27 年度を比較すると、25 人から 127 人に増加しており、その増減率は 408.0％
となっており、年度により相当者は大きく増減している。 
 

 24年度  25年度  26年度  27年度 

相当者数 59人 → 25人 → 25人 → 127人 

  ▲57.6％減    ＋408.0％増  

 
ⅴ） 生徒の英語力を個別に判定することなく、概数を計上 
 ・ 大阪府教育委員会管内高等学校の例 

 当該高等学校では、平成 24 年度以降、2 年生時に受験した英検ＩＢＡ、英検
の過去問、授業の態度を見て判断している。平成 24 年度は、200 人程度は合格
するのではないかという感覚的な数を報告し、25年度は取得者が増加したため、
50人と報告したとしている。26年度以降も毎年度レベルは変わらないものとし
て、50 人と報告している。 
 この結果、平成 24 年度と 25年度以降では、▲75.0％の減少となっている。 

 

 24年度  25年度  26年度  27年度 

相当者数 200人 → 50人 → 50人 → 50人 

  ▲75.0％減      

                 

（注）当省の調査結果による。 

 

 対前年度比較で50％以上増減している理由について、当省の調査によ

り確認できた15校では、図表3-(3)-ア-⑧のとおり、担当教員の交代に

より、判定基準や判定方法が変更となったことによるとするもの（13校）

が大半を占めている。 

 

図表 3-(3)-ア-⑧ 15 中学校・高等学校における相当者が大幅に増減した 

理由                      

（単位：学校、％） 
相当者の増減の発生理由 学校 割合 

担当教員の交代により、判定基準や判定方法が変更 13 86.7 
生徒全員が受験する外部検定試験の結果を判定に利用した結
果、相当者数が大幅に増加 

1 6.7 

実際に生徒の英語力が向上したため、相当者数が増加 1 6.7 
計 15 100 

（注）1 当省の調査結果による。 
   2 割合は小数第2位を四捨五入しているため、合計値は100とならない。 
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一方、文部科学省は、教育委員会を通じて学校に配布・活用を求めて

いるＣＥＦＲ判定表（文部科学省が策定した外部検定試験の成績等を相

互に換算するリスト。図表3-(3)-ア-⑨参照）の配布やＣＡＮ－ＤＯリ

スト（図表3-(3)-ア-⑩参照）を用いることにより、相当者の判定は可能

としている。 

 

図表 3-(3)-ア-⑨ ＣＥＦＲ判定表の内容 

ＣＥＦＲ（外国語の学習・教授・評価のためのヨーロッパ言語共通参照枠）は、語
学シラバスやカリキュラムの手引きの作成、学習指導教材の編集、外国語運用能力の
評価のために、透明性が高く、分かりやすい包括的な基盤を提供するものとして、20
年以上にわたる研究を経て策定された、欧州域内外で使われている指標。 
 
熟練した言語使用者 

C2 

聞いたり読んだりした、ほぼ全てのものを容易に
理解することができる。いろいろな話し言葉や書
き言葉から得た情報をまとめ、根拠も論点も一貫
した方法で再構築できる。自然に、流 AE暢 E

ちょう

Aかつ正確
に自己表現ができる。 

C1 

いろいろな種類の高度な内容のかなり長い文章を
理解して、含意を把握できる。言葉を探していると
いう印象を与えずに、流 AE暢 E

ちょう

Aに、また自然に自己表
現ができる。社会生活を営むため、また学問上や職
業上の目的で、言葉を柔軟かつ効果的に用いるこ
とができる。複雑な話題について明確で、しっかり
とした構成の、詳細な文章を作ることができる。 

自立した言語使用者 

B2 

自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的
な話題でも具体的な話題でも、複雑な文章の主要
な内容を理解できる。母語話者とはお互いに緊張
しないで普通にやり取りができるくらい流 AE暢 E

ちょう

Aか
つ自然である。幅広い話題について、明確で詳細な
文章を作ることができる。 

B1 

仕事、学校、娯楽などで普段出会うような身近な話
題について、標準的な話し方であれば、主要な点を
理解できる。その言葉が話されている地域にいる
ときに起こりそうな、たいていの事態に対処する
ことができる。身近な話題や個人的に関心のある
話題について、筋の通った簡単な文章を作ること
ができる。 

基礎段階の言語使用者 

A2 

ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、地元の
地理、仕事など、直接的関係がある領域に関して
は、文やよく使われる表現が理解できる。簡単で日
常的な範囲なら、身近で日常の事柄について、単純
で直接的な情報交換に応じることができる。 

A1 

具体的な欲求を満足させるための、よく使われる
日常的表現と基本的な言い回しは理解し、用いる
ことができる。自分や他人を紹介することができ、
住んでいるところや、誰と知り合いであるか、持ち
物などの個人的情報について、質問をしたり、答え
たりすることができる。もし、相手がゆっくり、は
っきりと話して、助けが得られるならば、簡単なや
り取りをすることができる。 
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各試験団体のデータによる CEFR との対照表 

CEFR 
Cambridge 
English 

英検 
GTEC 
CBT 

IELTS TEAP 
TOEFL 
iBT 

TOEFL 
Junior 
Compreh
ensive 

TOEIC/ 
TOEIC 
S&W 

C2 
CPE 

(200+) 
  

8.5-
9.0 

    

C1 
CAE 

(180-199) 

1 級 
(2810-
3400) 

1400 
7.0-
8.0 

400 95-120  
1305-1390 
L&R 945～ 
S&W 360～ 

B2 
FCE 

(160-179) 

準 1級 
(2596-
3200) 

1250
-

1399 

5.5-
6.5 

334-
399 

72-94 341-352 
1095-1300 
L&R 785～ 
S&W 310～ 

B1 
PET 

(140-159) 

2 級 
(1780-
2250) 

1000
-

1249 

4.0-
5.0 

226-
333 

42-71 322-340 
790-1090 
L&R 550～ 
S&W 240～ 

A2 
KET 

(120-139) 

準 2級 
(1635-
2100) 

700-
999 

3.0 
186-
225 

 300-321 
385-785 

L&R 225～ 
S&W 160～ 

A1  

3 級-5
級

（790-
1875） 

-699 2.0    
200-380 

L&R 120～ 
S&W 80～ 

 
 

（注） 「平成27年度英語教育改善のための英語力調査事業報告」（文部科学省）に基
づき、当省が作成した。 
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図表 3-(3)-ア-⑩ ＣＡＮ－ＤＯリストの内容 
○ ＣＡＮ－ＤＯリストの作成による学習到達状況の把握の推進 

文部科学省は、「国際共通語としての英語力向上のための 5つの提言と具体的施策」（平成 23

年 6 月 30 日外国語能力の向上に関する検討会提言）に基づき、各中学校・高等学校が学習指

導要領に基づき生徒に求められる英語力を達成するための学習達成目標を、「ＣＡＮ－ＤＯリ

スト」の形で具体的に設定することを推進しており、平成 25 年 3 月に各学校におけるＣＡＮ

－ＤＯリスト作成の推進のため、「各中・高等学校の外国語教育における「ＣＡＮ－ＤＯリス

ト」の形での学習達成目標設定の手引き」を策定し、教育委員会に配布している。 

 

○ 「ＣＡＮ－ＤＯリスト」の形での学習到達目標例（中学校学習指導要領における外国語科の

目標に基づく設定例） 

初歩的な英語で話したり書いたりして自分の考えなどを表現するとともに、初歩的な英語を聞い
たり読んだりして話し手や書き手の意向などを理解することができる。 

 
 

「外国語表現の能力」  「外国語理解の能力」 

 
【第 3学年】 

話すこと 書くこと 聞くこと 読むこと 

学習到達目標 評価 学習到達目標 評価 学習到達目標 評価 学習到達目標 評価 

・○○するこ

とができる。 

・△△するこ

とができる。 

・・・ 

・□□ 

・◎◎ 

・・・ 

・○○するこ

とができる。 

・△△するこ

とができる。 

・・・ 

・□□ 

・◎◎ 

・・・ 

・○○するこ

とができる。 

・△△するこ

とができる。 

・・・ 

・□□ 

・◎◎ 

・・・ 

・・・ 

・ 筆 記

テスト 

 

・・・ 

 
【第 2学年】 

話すこと 書くこと 聞くこと 読むこと 

学習到達目標 評価 学習到達目標 評価 学習到達目標 評価 学習到達目標 評価 

・○○するこ

とができる。 

・△△するこ

とができる。 

・・・ 

・□□ 

・◎◎ 

・・・ 

・○○するこ

とができる。 

・△△するこ

とができる。 

・・・ 

・□□ 

・◎◎ 

・・・ 

・○○するこ

とができる。 

・△△するこ

とができる。 

・・・ 

・□□ 

・◎◎ 

・・・ 

・・・ 

・□□ 

・◎◎ 

・・・ 

 
【第 1学年】 

話すこと 書くこと 聞くこと 読むこと 

学習到達目標 評価 学習到達目標 評価 学習到達目標 評価 学習到達目標 評価 

・○○するこ

とができる。 

・△△するこ

とができる。 

・・・ 

・□□ 

・◎◎ 

・・・ 

・○○するこ

とができる。 

・△△するこ

とができる。 

・・・ 

・□□ 

・◎◎ 

・・・ 

・○○するこ

とができる。 

・△△するこ

とができる。 

・・・ 

・□□ 

・◎◎ 

・・・ 

・・・ 

・□□ 

・◎◎ 

・・・ 

 

（注） 「各中・高等学校の外国語教育における「ＣＡＮ－ＤＯリスト」の形での学習到達目標
設定のための手引き」（文部科学省）に基づき、当省が作成した。 

 

（注）当省の調査結果による。 

・ある程度
の長さの物
語を読んで、
登場人物の
行動や話の
流れなど、あ
らすじを読
み取ること
ができる。 

・簡単な物
語について、
話の展開を
読み取るこ
とができる。 

・短い話に
ついて、大ま
かな流れを
読み取るこ
とができる。 
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しかし、調査した教育委員会からは、相当者の判定を含む英語力の目

標について、図表3-(3)-ア-⑪のとおり、現行の英語力の目標設定は妥

当とする意見（1教育委員会）がある一方、現行の英語力の目標設定は疑

問がある（7教育委員会）、国による判定基準の策定を求める（12教育委

員会）、相当者の判定の正確性を疑問視する（7教育委員会）などの意見

がみられた。 

 

図表 3-(3)-ア-⑪ 現行の英語力の目標に対する都道府県等教育委員会の意見

の例             
区 分 意見・要望の主な内容 

現行の英語力
の目標設定は
妥当 

・ 生徒と教員の英語力に関する第 2 期計画の目標は、日本の置か
れた国際環境からみてあるべき姿であり、妥当である。 

現行の英語力
の目標設定は
疑問 

・ 国が目指す生徒の英語力を測定する試験として、英検を指標と
することが妥当なのか検討が必要ではないか。また、英検対策の指
導となる懸念があり、英検取得を前提とするのであれば、それに見
合った学習内容や指導の在り方の明確化が必要である。 

・ 第 2期計画では、平成 29年度までに英検 3級又は準 2級程度以
上を達成した生徒の割合を 50％以上としているが、その妥当性が
不明である。 

・ 学習指導要領の内容を達成することと目標とされる英検を取得
することの関連性が不明確である。 

・ 目標とされている英語力が英検 3 級程度以上とされているが、
全生徒が英検を受験するわけではないため、全生徒を対象とした
試験等の結果に基づき英語力を判断すべきと考える。 

国による判定
基準の策定を
希望 

・ 国が具体的な判断基準を示していないため、相当者の判定方法
は各英語教員に任せられている。特に、「話す」能力の判定は困難
であり、国による定量的な判定基準を策定してほしい。 

・ 国が基準を示していないので相当者の判定は困難である。また、
国が判定基準を検討する際は、試験の点数ではなく、学ぶべき能力
を身に付けられているかを判定する評価方式にしてほしい。 

・ 相当者の判断は教員に任せられており、都道府県や教員ごとに
その判断方法が異なる可能性がある。英語教育実施状況調査の結
果を都道府県ごとに公表するのであれば、国は相当者の判断に係
るガイドライン等を示すべきである。 

相当者の判定
の正確性を疑
問視 

・ 英語教員の主観が入り得る調査方法であるため、生徒の英語力
の実態を正確に把握できていないのではないかと考える。 

・ 相当者の判定基準が曖昧なため、報告される英語力には大きな
ばらつきが発生している印象があり、その合算値を政府の成果指
標としていることに疑問がある。 

・ 英語力に関する目標値のレベルに異存はないが、相当者を計上
する把握方法は正確とはいえず、相当者を含めるべきか検討が必
要であると考える。 

成果目標の達
成に向けた国
の支援が必要
等 

・ 学校教育だけでの成果目標の達成は困難であり、国の支援策を
明確に示してほしい。 

・ 生徒の英語力については、英検だけではなく、複数の外部試験に
おける目標値を示すべきである。 

（注） 当省の調査結果による。 
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また、調査した中学校・高等学校からも、現在の英語力の成果指標が

英検の取得を前提としていることに関し、図表3-(3)-ア-⑫のとおり、

学習指導要領に基づく指導の成果を外部検定試験である英検の合否に

当てはめることに違和感があるとする意見（1校）がみられるほか、相当

者の判定については、英語教員の主観に判定が左右されることに疑問が

ある（7校）、相当者を判定する際に、4技能を正確に評価できているのか

不安がある（6校）などの意見がみられた。 

 

図表 3-(3)-ア-⑫ 生徒の英語力の目標に対する中学校・高等学校の意見の例             
区 分 意見の主な内容 

学習指導要領に
基づく指導の成
果を外部検定試
験である英検の
合否に当てはめ
ることへの違和感 

・ 英検を受験していない生徒が、英検 3 級相当の英語力があるの
かを学校で判断しなければならないが、英検と学校におけるテス
トを対比させることは難しい。 

英語教員の主
観に判定が左
右されること
に対する疑問 

・ 相当者の判定は各教員の主観に委ねられており、生徒の英語力
に関する目標を実際に達成しているのか、客観的に判断しにくい。 

・ 定期テスト、外部模擬試験、ＧＴＥＣ、通常の授業における発表
などで生徒の英語力を判定しているが、判定が妥当なのか不安で
ある。 

4技能の正確な
評価ができて
いるのか不安 

・ 「話す」、「聞く」技能については、授業を担当する教員の主観が
大きく影響する。 

・ 外部試験と照らし合わせた正確な判断が難しく、特にスピーキ
ングの評価が難しい。 

国による基準
の策定を希望 

・ 相当者の判断基準を具体的に示してほしい。 
・ 相当者の判断に苦慮していないが、国が明確な判断方法を示せ
ば、判断はより容易になる。 

（注）当省の調査結果による。 
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（ｲ）生徒の英語力の向上に関する取組状況 

（要旨） 

調査した教育委員会及び中学校・高等学校においては、①生徒の英検の受験

率向上や正確な英語力の把握、それによる学習意欲の向上等を目的とした英検

受験料の補助、②ＡＬＴの活用やＩＣＴ機器の活用、③小・中・高等学校を通じ

た英語教育強化事業（文部科学省）などの取組を実施している。 

 

（英検等の受験促進・支援） 

生徒の外部検定試験については、文部科学省の事業において、一部、各検定機

関により特別価格で受験できる制度があるが、国からの受験料の補助は実施さ

れていない。 

一方、調査した教育委員会の中には、ⅰ）英検受験料を全額補助（3教育委員

会）、ⅱ）英検受験料を一部補助（1教育委員会）、ⅲ）外部検定試験（英検ＩＢ

Ａ）の受験料を補助（4教育委員会）など、独自に、生徒が英検等を受験する際

の受験料を補助している例がみられた。 

調査した教育委員会からは、生徒の英検等の受験に対する受験料の補助や特

別価格による受験制度は、受験率の向上、ひいては英語力の向上に効果がある

として、ⅰ）国による受験料の補助を要望（17教育委員会）、ⅱ）特別価格によ

る受験制度の継続・拡大を要望（3教育委員会）、ⅲ）受験機会の拡大を要望（2

教育委員会）する意見がみられた。 

 

（ＡＬＴの活用） 

 学習指導要領では、外国語の授業において、ネイティブ・スピーカーなどの協

力を得て、児童生徒のコミュニケーション能力の育成や、国際理解を深めるな

どの指導体制等の工夫を求めており、小学校・中学校・高等学校に外国語指導助

手（ＡＬＴ）が配置されている。 

 調査した中学校・高等学校では、各校ともＡＬＴが配置されており、その効果

について、ⅰ）生徒の学習意欲の向上に役立つ（33校：中学校 16、高等学校 17）、

ⅱ）生徒の外国文化に対する興味の増進に役立つ（28校：中学校 15、高等学校

13）、ⅲ）4 技能のバランスのよい指導に役立つ（24 校：中学校 10、高等学校

14）などの意見がみられた。 

 

（ＩＣＴ機器の活用） 

 ＩＣＴ機器の活用状況としては、例えば、タブレット端末等のＩＣＴ機器を

活用し、英語の授業を実施している例のほか、ＴＶ会議システムを活用して遠

隔地のＡＬＴ等との交流授業を実施している例、インターネット電話を活用し

たオンラインでの英会話授業を実施している例がみられた。 
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（外部専門機関と連携した英語指導力向上事業による教員研修） 

文部科学省は、「小・中・高等学校を通じた英語教育強化事業」において、英

語教員等の英語コミュニケーション能力や英語指導力を目的とした研修の充実

を図る「外部専門機関と連携した英語指導力向上事業」を実施している。 

当省が調査した教育委員会及び学校では、本事業について、生徒の英語力の

向上にどの程度資するのかを具体的に分析しているところはないが、効果的と

評価し（4教育委員会）、本事業を含めた教員研修の拡充を望む意見（4教育委

員会、14校）もみられた。 

 なお、本事業を含む「小・中・高等学校を通じた英語教育強化事業」について

は、文部科学省の平成 28 年度の行政事業レビューにおいて、「当該事業は、外

部有識者の指摘を踏まえ、アウトカムの成果目標の実績が目標を下回っている

点についての適切な原因分析と分析結果に基づく効果的な対応策を検討すべき

である」との所見が出されている。 

 

 調査対象 37教育委員会及び 81中学校・高等学校においては、①生徒の英

検の受験率向上や正確な英語力の把握、それによる学習意欲の向上等を目的

とした英検受験料の補助、②ＡＬＴの活用やＩＣＴ機器の活用、③外部専門

機関と連携した英語指導力向上事業による教員研修（文部科学省）などの取

組を実施している。 

 

ａ 英検等の受験促進・支援 

 生徒の外部検定試験については、後述する文部科学省の事業である「英語

教育強化地域拠点事業」の拠点校及び「外部専門機関と連携した英語指導力

向上事業」の研修協力校において、各検定機関により特別価格で受験できる

制度があるが、国からの受験料の補助は実施されていない。 

一方、調査した教育委員会の中には、図表 3-(3)-ア-⑬のとおり、ⅰ）英

検受験料を全額補助（3教育委員会）、ⅱ）英検受験料を一部補助（1教育委

員会）、ⅲ）外部検定試験（英検ＩＢＡ）の受験料を補助（4 教育委員会）な

ど、独自に、生徒が英検等を受験する際の受験料を補助している例がみられ

た。 
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図表 3-(3)-ア-⑬ 当省が調査した教育委員会における生徒の英検受験 

促進のための取組例 
区 分 取組の内容 

英検受験料を
全額補助 

・ 平成 28 年度から町内の中学 3 年生に英検 3 級を受験させ、そ
の受験料を全額補助 

・ 平成 25 年度から県内の中学 3 年生全員を対象とした英検受験
料の全額補助を実施 

・ 平成 28 年度から市内の中学生 100 人を上限に英検 3 級以上の
受験料を全額負担 

英検受験料を
一部補助 

・ 平成 26年度から市内の生徒の英検受験に係る受験料の一部を
補助 

英検以外の外
部検定試験の
受験料を補助 

・ 平成 27 年度から県内の高校 2 年生全員を対象とした英検ＩＢ
Ａの受験料を補助 

・ 平成 28 年度から市内の全中学生を対象に英検ＩＢＡを受験さ
せており、その費用を市が負担 

・ 平成 27年度から 29年度まで、年 1回、県内の公立中学校及び
公立高等学校の生徒を対象に実施する英検ＩＢＡの受験料を補
助 

・ 平成 23 年度から市内全中学校の 3 年生全員を対象に英語能力
判定テストを受験させており、その費用を市が負担 

 （注）1 実施要項等に基づき、当省が作成した。 
     2 英語能力判定テストは、平成 27年度からは英検ＩＢＡに名称変更している。 

 

 調査した教育委員会からは、生徒の英検等の受験に対する受験料の補助

や特別価格による受験制度は、受験率の向上、ひいては英語力の向上に効

果があるとして、図表 3-(3)-ア-⑭のとおり、ⅰ）国による受験料の補助

を要望（17 教育委員会）、ⅱ）特別価格による受験制度の継続・拡大を要

望（3教育委員会）、ⅲ）受験機会の拡大を要望（2教育委員会）する意見

がみられた。 

 

図表 3-(3)-ア-⑭ 当省が調査した教育委員会における生徒の英検受験促進の

ための支援を要望する意見の例 
区 分 意見の主な内容 

国による受験
料の補助を要
望 

・ 外部検定試験の受験料を国から補助してほしい。 
・ 英語力の判断基準を英検の取得者数としている以上、全生徒が
受験できるよう補助してほしい。 

・ 英検の受験機会を増やすため、受験料の免除や補助等の支援が
必要である。 

特別価格によ
る受験制度の
存続・拡大を要
望 

・ 中学生・高校生を対象とした外部検定試験の受験料を減額する
特別受験制度を導入してほしい。 

 

受験機会の拡
大を要望 

・ 受験地の拡充等外部試験の受験機会を拡充してほしい。 
・ 離島やへき地在住の生徒の外部検定試験の受験機会の確保及び
受験促進のため予算措置してほしい。 

（注）当省の調査結果による。 
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ｂ ＡＬＴ、ＩＣＴ機器の活用 

（ＡＬＴの活用） 

学習指導要領では、図表 3-(3)-ア-⑮のとおり、外国語の授業において、

ネイティブ・スピーカーなどの協力を得て、児童生徒のコミュニケーショ

ン能力の育成や、国際理解を深めるなどの指導体制等の工夫を求めており、

小学校・中学校・高等学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）が配置されている。 

 

図表 3-(3)-ア-⑮ ネイティブ・スピーカーの活用に関する学習指導要領 

の記載内容 
区 分 記 載 内 容 

小学校 第 4章 外国語活動 
第 3 指導計画の作成と内容の取扱い 
1.指導計画の作成に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 
（5）指導計画の作成や授業の実施については、学級担任の教師又は

外国語活動を担当する教師が行うこととし、授業の実施に当たっ
ては、ネイティブ・スピーカーの活用に努めるとともに，地域の
実態に応じて、外国語に堪能な地域の人々の協力を得るなど，指
導体制を充実すること。 

中学校 第 2章 各教科 
第 9節 外国語 
3 指導計画の作成と内容の取扱い 
（5）キ 生徒の実態や教材の内容などに応じて、コンピュータや情報

通信ネットワーク、教育機器などを有効活用したり、ネイティ
ブ・スピーカーなどの協力を得たりなどすること。 

高等学校 第 2章 各教科に共通する各教科 
第 8節 外国語 
第 4款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 
2 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 
（4）各科目の指導に当たっては、指導方法や指導体制を工夫し、ペ

ア・ワーク、グループ・ワークなどを適宜取り入れたり、視聴覚
教材やコンピュータ、情報通信ネットワークなどを適宜指導に生
かしたりすること。また、ネイティブ・スピーカーなどの協力を
得て行うティーム・ティーチングなどの授業を積極的に取り入れ、
生徒のコミュニケーション能力を育成するとともに、国際理解を
深めるようにすること。 

（注）「学習指導要領」（文部科学省）による。 

 

ＡＬＴの配置に関連しては、昭和 62 年から、総務省、外務省、文部科

学省及び一般財団法人自治体国際化協会の協力の下、地方公共団体が主体

となり、図表 3-(3)-ア-⑯のとおり、外国語教育等に携わる海外の青年を

招致する「語学指導等を行う外国青年招致事業」（以下「ＪＥＴプログラ

ム」という。）が実施されており、各教育委員会は、ＪＥＴプログラムによ

り招致した外国青年をＡＬＴとしても採用している（以下、ＪＥＴプログ

ラムにより採用したＡＬＴを「ＪＥＴ－ＡＬＴ」という。）。 
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図表 3-(3)-ア-⑯ ＪＥＴプログラムの取組内容 
区 分 取 組 内 容 

目的 招致した外国青年を地方公共団体で任用し、外国語教育の充実と
地域の交際交流を推進 

事業主体 都道府県、政令指定都市、市区町村等 
運営協力 総務省、外務省、文部科学省、一般財団法人自治体国際化協会 
選考方法 在外公館において書類審査、面接 
研修内容 ○来日前のオリエンテーション（外務省） 

○来日直後オリエンテーション（文部科学省、一般財団法人自治
体国際化協会） 

○ＡＬＴ指導力等向上研修（各地方公共団体） 
採用職種と職
務内容 

○ＡＬＴ：小学校・中学校・高等学校で語学指導等に従事 
○国際交流員（Coordinator for International Relations。以下

「ＣＩＲ」という。）：地域において国際交流活動に従事 
○スポーツ交流員（Sports Exchange Advisor。以下「ＳＥＡ」と
いう。)：地域においてスポーツを通じた国際交流活動に従事 

任用期間 1年間（最長で 5年まで更新可） 
招致人数 
（平成27年度） 

4,786人 （ＡＬＴ：4,404 人、ＣＩＲ：372人、ＳＥＡ：10人） 

招致国 
（平成 27年度） 

43 か国（アメリカ、カナダ、英国、アイルランド、フランス、
ドイツ、ロシア、スペイン、イタリア、ベルギー、フィンラン
ド、スイス、オランダ、ラトビア、ウズベキスタン、オーストラ
リア、ニュージーランド、フィジー、トンガ、サモア、パラオ、
中国、韓国、モンゴル、インドネシア、フィリピン、シンガポー
ル、タイ、マレーシア、ベトナム、ブラジル、ペルー、アルゼン
チン、ジャマイカ、バルバドス、セントルシア、トリニダード・
トバゴ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、南アフリ
カ、ガーナ、ケニア、エジプト、トルコ） 

受入地方公共
団体数 

886団体（46都道府県、840市町村） 

報酬額(目安) 1年目 336万円、2年目 360万円、3年目 390万円 
4 年目及び 5年目 396万円 

地方財政措置 ○都道府県（標準団体規模 170万人）における標準的経費として
246,900 千円 

○市町村（標準団体規模 10万人）における標準的経費として
1,180千円 

○市町村のＪＥＴ参加者実人数×4,720千円  等 
（注）当省の調査結果による。 

 

小学校・中学校・高等学校に配置されたＡＬＴは、図表 3-(3)-ア-⑰の

とおり、平成 25年度 1万 2,613人から 27年度には 1万 7,007人に増加し

ており、このうち、国の協力の下で招致されたＪＥＴ－ＡＬＴは、平成 25

年度 3,906人から 27年度 4,177人に増加している。 
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図表 3-(3)-ア-⑰ 小学校・中学校・高等学校におけるＡＬＴの配置状況 

の推移（平成 25 年度～27 年度） 

（単位：人、％） 

区 分 平成 25年度 26年度 27年度 

ＡＬＴ採用総数 12,613（100） 15,538（100） 17,007（100） 

 

ＪＥＴプログラム 3,906（31.0） 4,151（26.7） 4,177（24.6） 

直接雇用 2,543（20.2） 2,392（15.4） 2,696（15.9） 

派遣契約 1,722（13.6） 1,833（11.8） 2,042（12.0） 

請負契約 2,781（22.0） 2,713（17.5） 2,716（16.0） 

その他（日本人） 1,661（13.2） 4,449（28.6） 5,376（31.6） 
（注）1 「英語教育実施状況調査」（文部科学省）に基づき、当省が作成した。 
   2 （ ）内は構成比を示す。 

 

 また、小学校・中学校・高等学校別のＡＬＴの配置状況をみると、図表

3-(3)-ア-⑱のとおり、平成 27年度時点で、小学校 1万 1,439人（うちＪ

ＥＴ－ＡＬＴ2,124人（18.6％））、中学校 7,282人（同 2,309人（31.7％））、

高等学校 2,631人（同 1,500人（57.0％））となっており、教育課程が高等

化するとともにＪＥＴ－ＡＬＴの比率は増加している。 

 

図表 3-(3)-ア-⑱ 小学校・中学校・高等学校別のＡＬＴの配置実績（平 

成 27 年度）             

（単位：人、％） 

区 分 合計 
 

小学校 中学校 高等学校 

ＡＬＴ採用総数 
17,007 

（100） 
11,439

（100） 
7,282 

（100） 
2,631 

（100） 

 

ＪＥＴプログラム 
4,177 

（24.6） 
2,124

（18.6） 
2,309

（31.7） 
1,500

（57.0） 

直接雇用 
2,696 

（15.9） 
1,772

（15.5）  
1,447

（19.9）  
487 

（18.5） 

派遣契約 
2,042 

（12.0） 
1,230

（10.8）  
1,265

（17.4）  
94 

（3.6） 

請負契約 
2,716 

（16.0） 
1,576

（13.8）  
1,522

（20.9）  
313 

（11.9） 

その他（日本人） 5,376 
（31.6） 

3,079
（26.9）  

126  
（1.7） 

27  
（1.0） 

その他（外国人） 
1,658

（14.5） 
613  

（8.4） 
210  

（8.0） 

（注）1 「英語教育実施状況調査」（文部科学省）に基づき、当省が作成した。 
    2 同じＡＬＴが小学校・中学校・高等学校にまたがって配置されている場合

もあるため、「合計」と「小学校」、「中学校」、「高等学校」の採用数の
合計値は一致しない。 

   3 （ ）内は構成比で、小数第 2位を四捨五入しているため、合計値が 100と
ならない場合がある。 
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調査した中学校・高等学校では、各校ともＡＬＴが配置されており、そ

の効果について、図表 3-(3)-ア-⑲のとおり、ⅰ）生徒の学習意欲の向上

に役立つ（33校：中学校 16、高等学校 17）、ⅱ）生徒の外国文化に対する

興味の増進に役立つ（28校：中学校 15、高等学校 13）、ⅲ）4技能のバラ

ンスのよい指導に役立つ（24 校：中学校 10、高等学校 14）などの意見が

みられた。 

 

図表 3-(3)-ア-⑲ 当省が調査した 81 中学校・高等学校におけるＡＬＴ 

の配置効果に関する意見         

（単位：校） 
意見の内容 中学校 高等学校 

ＡＬＴの配置が有効 38 39 
 
 

生徒の学習意欲の向上に役立つ 16 17 
生徒の外国文化に対する興味の増進に役立つ 15 13 
4技能のバランスのよい指導に役立つ 10 14 
生徒の英語使用時間の増加 7 3 
生徒が英語を積極的に使用しようとする姿勢 5 8 
生徒の英語力向上への効果 5 5 
生徒のコミュニケーション力の向上 3 5 
英語教員の英語力向上への効果 3 4 
多用な授業展開への活用 6 9 
パフォーマンス評価の導入 3 4 

効果を検証しておらず、不明 3 1 
 （注）当省の調査結果による。 

 

 また、調査した教育委員会、中学校・高等学校では、英語力向上にＡＬ

Ｔの活用が効果的であるとして、図表 3-(3)-ア-⑳のとおり、その配置の

拡充を図る上で、国の支援が欠かせないなどの意見がみられた（10校：中

学校 2、高等学校 8）。 

 

図表 3-(3)-ア-⑳ ＡＬＴの配置の拡充に係る意見の例 
区 分 意見の主な内容 

中学校 ・ ＡＬＴによる授業時間を増やしたいと考えており、国などに
よるＡＬＴ及び英語担当教員の指導力向上に係る支援が必要
である。 

・ ＡＬＴは給与等労働条件のよいところに転職するため、国な
どによる財政的措置が必要である。 

高等学校 ・ ＡＬＴは他校と掛け持ちで配置されており、授業時間に限り
があるため、常駐又は配置人数を増やしてほしい。 

・ 4 技能を総合的に伸ばすためには、特にアウトプットのスピ
ーキングとライティングの指導において、個別かつ双方向の指
導が非常に有効である。丁寧な長期的かつ継続的な指導が必要
であり、それには時間が掛かるが、その指導なくしては英語の
コミュニケーション能力の向上は難しい。効果的な指導をする
ためには教員の増員やＡＬＴの加配が不可欠である。 

・ 生徒の英語力の習熟度や実態等に応じたきめ細かい少人数教
育を実施するため、ＡＬＴを拡充してほしい。 

（注）当省の調査結果による。 
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 また、ＪＥＴ－ＡＬＴに関しては、調査した教育委員会では、①国によ

る選考や研修を経ており、一定レベル以上の質が確保されている（11教育

委員会）、②地方財政措置が講じられており、経費面で有利（6教育委員会）、

③安定的な人員確保が可能（4 教育委員会）など好意的な意見・評価であ

った。 

 

（ＩＣＴの活用） 

 ＩＣＴ機器の活用状況としては、例えば、タブレット端末等のＩＣＴ機

器を活用し、英語の授業を実施している例（図表 3-(3)-ア-㉑参照）のほ

か、ＴＶ会議システムを活用して遠隔地のＡＬＴ等との交流授業を実施し

ている例（図表 3-(3)-ア-㉒参照）、インターネット電話を活用したオンラ

インでの英会話授業を実施している例（図表 3-(3)-ア-㉓参照）がみられ

た。 

 

図表 3-(3)-ア-㉑ タブレット端末等のＩＣＴ機器を活用し、英語の授業を実

施している例（京都市教育委員会） 

○ 京都市教育委員会では、平成 26 年以降、京都市独自で「英語教育推進研究拠点
校事業」の研究拠点校（小学校 12 校、中学校 5 校、高等学校 1 校）にタブレット
端末を配備し、視覚・聴覚に働きかける動画や音声教材等の特徴をいかした英語授
業を実施している。 

 
（取組内容） 
  小中高連携の観点から、小学校では、平成 32 年の新学習指導要領において中学
年から「外国語活動」が必修となり、高学年から「英語科」として教科化されるこ
とに対応する授業の在り方、又は小学校から中学校への円滑な移行のための方策に
ついて研究することを、また、中学校及び高等学校では、英語教育の高度化に対応
する授業研究を実施することを、それぞれ目的として、小学校 12校、中学校 5校、
高等学校 1 校を研究拠点校に指定し、平成 26 年度から 4 年計画で授業研究を実施
している。指定校には、ＩＣＴを活用した授業実践を目的として、タブレット端末
を配備するとともに、ＩＣＴ機器の操作方法等に詳しい人材を「ＩＣＴ活用支援員」
として雇用し（平成 27 年度：1人、28年度：2人）、ＩＣＴ機器を配備している各
学校を巡回させ、関連した授業を実施する際は、同席して適宜アドバイスを行うこ
ととしている。 

なお、同教育委員会では、「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」（平
成 25年 12月文部科学省）を踏まえて、国際文化観光都市である「京都ならではの
英語教育」の実践研究も行うとしている。 

 
（調査した小・中学校におけるＩＣＴ機器を活用した授業研究の状況） 
ア 小学校 

20 台のタブレット端末が配備されており、ＩＣＴ機器を活用した研究授業や
公開授業等の取組を 5、6学年を中心に実施している。その中で、児童には、①
タブレット端末で、日本と外国との時差の存在がリアルに感じられるような動
画の視聴、②授業支援アプリの活用、③互いの発音を録音し合って確認すること
等が効果的であったとしている。 
しかし、同小学校では、1クラス 28～32人いるため、タブレット端末 20台で

は、一度に全員には行き渡らない状況であり、更に効率よくＩＣＴ機器を活用し
た授業を実施するためには、1クラスの人数＋教員（担任・日本人英語指導員）
＋予備（1、2台）で、35台程度が理想的であるとしている。 
京都市教育委員会が派遣している「ＩＣＴ活用支援員」について、教員の中に
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はＩＣＴ機器の操作方法等に不慣れな者もおり、授業計画を立てる上での、細か
い操作設定等の相談に乗ってくれるため、非常に役立っているとしている。 
また、平成 27年度にはＩＣＴ活用に関する教員向けの研修会を同小学校内又

は中学校と共同で実施したとしている。 
 
イ 中学校 

40 台のタブレット端末が配備されており、ＩＣＴ機器を活用した研究授業等
を主に 1年生及び 2年生に対して実施している。例えば、ペア学習として、生徒
同士が英語で発表している様子（プレゼンテーション）をタブレット端末で撮影
して、その動画を確認し合う授業を実施している。 
京都市教育委員会が派遣しているＩＣＴ活用支援員について、ＩＣＴ機器の細

かい設定方法から授業への活用方法に関する相談に乗ってくれるため、非常に役
立っているとしている。 

 
（注）当省の調査結果による。 

 

図表 3-(3)-ア-㉒ ＴＶ会議システムを活用して遠隔地のＡＬＴ等との交流

授業を実施している例（姫路市教育委員会） 

○ 姫路市教育委員会では、姫路市の推進する「学校教育の情報化推進事業」の一環
として、ＴＶ会議システムを活用した遠隔地のＡＬＴや海外姉妹校との交流授業
（遠隔授業）を実施している。 

 
（取組内容） 

平成 26 年度から 27年度に、市内の小学校 1校、中学校 2校を推進校に指定し、
ＴＶ会議システムのより効果的な活用について研究を行い、同システムを用いた公
開授業等の研修を 5回実施 

 
 平成 27 年度は、市内の 107の小・中・高等学校を対象に計 104 回の遠隔授業を
実施 

小学校 69回（うち、ＡＬＴとの遠隔授業 49回） 
中学校 35回（うち、ＡＬＴとの遠隔授業 24回） 

 
（取組効果） 
  コミュニケーションに対する意欲を高めることができ、英語を使って積極的に活
動する様子がみられ、生徒の英語力の向上にも寄与していると思われる。 

 
（今後の予定） 

各学校の実情に応じ、引き続き遠隔地授業を実施する予定 
 
（実施に当たっての課題） 
  現状では各校間で時間割が異なることやＡＬＴが配置校における授業だけで手
一杯となっているなど、学校間で遠隔地授業を行うためにはスケジュール調整等準
備に 1月程度要し、いつでもすぐにできる状況ではないことから、多い学校でも年
3回程度の実施となっている。 

 
 （注）当省の調査結果による。 

 
図表 3-(3)-ア-㉓ インターネット電話を活用したオンラインでの英会話授

業を実施している例（長井市教育委員会） 

○ 長井市教育委員会では、平成 27 年 9 月に策定した「長井市まち・ひと・しごと
創生総合戦略」を踏まえ、オンライン英会話サービスを提供する民間業者と契約し、
文部科学省が指定する教育課程特例校である市内の小学校において、28年 11月か
らインターネット電話を使い、外国人講師によるオンラインでの英会話授業を実施
している。 
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（取組内容） 
小学 3～6 年生を対象とし、1 学年あたり 1 回約 15 分間の外国人との英会話を

6、7回実施 
 
（取組効果） 
  教育課程特例校としてこれまで英語教育に力を入れてきたこともあり、6 年生 2
人が中学校 2年生程度のリーディング、ヒアリングの能力まで到達するなど、児童
の英語力の向上に資するものとなっている。 

 
（今後の予定） 
  今後、市内の他の小学校 5校についても、同様のインターネット電話を使ったオ
ンラインでの英会話授業を導入する予定 

 
 （注）当省の調査結果による。 

  

また、調査した教育委員会、中学校・高等学校の中には、図表 3-(3)-ア

-㉔のとおり、ＩＣＴ機器の活用が生徒の英語力向上に効果的であるとし

て、機器導入に対する国の支援拡充を要望する意見もみられた（2 教育委

員会、4中学校、5高等学校）。 

 

図表 3-(3)-ア-㉔ ＩＣＴ機器導入に対する国への意見・要望 
区 分 意見の内容 

教育委員会 ・ 「聞く」、「話す」に重点を置いたきめ細かい指導を実施
するため、ＩＣＴ機器の環境整備に係る予算を継続的に確
保してほしい。 

・ タブレット端末やノートパソコンを授業中に生徒全員に
行き渡らせるためには、ＩＣＴ機器の配備の拡充のみなら
ず、通信回線やサーバーの強化も必要なため、これらの整
備に係る財政措置や導入に係る技術的な先進事例を提供し
てほしい。 

中学校 ・ タブレット端末を使用した英語教育の授業を行うことに
より、生徒の英語能力の向上が期待できるため、生徒一人
に 1台配布できる環境の整備が必要である。 

・ 写真や動画の提示により、生徒の視野を広げることがで
き、文法の導入においても、色や動きをつけることで大切
な点を印象付けることができるため、校内Ｗｉ－Ｆｉ環境
の充実とタブレット端末、プロジェクター等の拡充による
ＩＣＴ教育充実のための支援をしてほしい。 

・ ＩＣＴの発達により、学校教育でも家庭学習でも個別の
反復学習が可能となっており、ＩＣＴの環境整備を進めて
ほしい。 

・ 生徒個人と教師という形よりも、生徒同士のペア学習や
アクティブラーニングといった形をとり、実際に他者とコ
ミュニケーションをとる学習をすることのほうが効果的で
あると考えるため、ＣＤプレーヤーやタブレット端末を二
人に 1台貸与できる環境を整備してほしい。 

高等学校 ・ タブレット端末やＰＣなど、デジタル資料を作成した
り、検索やリサーチしたりできる機材やプロジェクター、
電子黒板など、教室でＩＣＴ教育活動が可能となるよう各
学校の環境の充実を図ってほしい。 

・ 使用する教材は、生徒がパソコンを使用することが前提
となっているが、整備されているパソコンの台数が不足し
ているため、ＩＣＴ機器を使用できる環境整備を支援して
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ほしい。 
・ 言語活動を活発にするため、タブレット端末等の日常的

な利用が図れるような環境の整備が必要である。 
・ 生徒の英語使用頻度を高めることや、ＧＴＥＣ－ＣＢＴ
の受験対策、海外との国際交流の連絡等を取り合う上で、
ＩＣＴの環境整備が公立学校で最も求められている。しか
し、現在、1,000 人程度の生徒に対してＰＣは 40台しかな
く、ＩＣＴを活用した授業やＧＴＥＣ－ＣＢＴ導入の大き
な壁となっている。 

・ 効果的なオールイングリッシュに近い方式の授業を実施
するため、ＩＣＴ機器（電子黒板、タブレット端末等）や
Ｗｉ－Ｆｉ環境が整った専用教室などの教育環境の整備を
支援してほしい。 

（注）1 当省の調査結果による。 
2 ＧＴＥＣ－ＣＢＴは、株式会社ベネッセコーポレーションが実施する 
「聞く」「話す」「読む」「書く」の 4技能をコンピュータで測定すること 
ができるスコア型英語テストである。 

 

ｃ 外部専門機関と連携した英語指導力向上事業による教員研修 

文部科学省は、「小・中・高等学校を通じた英語教育強化事業」において、

図表 3-(3)-ア-㉕のとおり、英語教員等の英語コミュニケーション能力や英

語指導力の向上を目的とした研修の充実を図る「外部専門機関と連携した英

語指導力向上事業」を実施している。 

 

図表 3-(3)-ア-㉕ 外部専門機関と連携した英語指導力向上事業の取 

組内容 
事 項 内   容 

取組概要 ① 文部科学省が外部専門機関（外国の公的機関等）と連携し、
小・中・高の英語教育推進リーダー（英語教員）や外国語指導
助手（ＡＬＴ）リーダーを養成する中央研修を実施（600人程
度） 

② 中央研修受講者による研修、事業改善の指導・助言の実施（各
教育委員会） 

③ 大学等と連携し、各地域における自立的な研修を実施 
④ 委託先の都道府県教育委員会等では、域内の英語教育改善プ
ランを策定し、目標設定及び目標管理を行うとともに、外部専
門機関（国内外の公的機関、大学等）と連携して、指導力向上
事業を実施 

申請対象 都道府県及び政令指定都市の教育委員会 
委託地域 平成 26年度：39都道府県等 125校 

平成 27 年度：43都道府県等 180校 
（注）文部科学省の資料に基づき、当省が作成した。 

 

調査した教育委員会のうち、例えば、兵庫県教育委員会では、外部専門

機関と連携した英語指導力向上事業により、図表 3-(3)-ア-㉖のとおり、

ⅰ）大学と連携した英語指導力向上事業、ⅱ）文部科学省が実施する英語

教育推進リーダー中央研修を修了した英語教員による英語教員指導力向

上研修を実施している。 
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図表 3-(3)-ア-㉖ 外部専門機関と連携した英語指導力向上事業の取組内 

容の例（兵庫県教育委員会） 

○大学と連携した英語指導力向上事業（平成 28年度） 

 
（事業概要） 
  グローバル化が急速に進展する社会において、国際社会の一員として必要な資
質を培う国際化に対応した教育が求められる中、初等中等教育段階からコミュニ
ケーション能力、主体性・積極性等を身につけて様々な分野で活躍できるグロー
バル人材の育成が重要であり、「第 2期ひょうご教育創造プラン」の基本方針にお
いても、「グローバル化に対応した教育の推進」が示されている。 

そこで、小・中・高等学校の教員の授業力の向上を図るために、各地域で英語
教育の中心となり、域内の英語教育を推進するリーダーを養成するための実践的
な研修を兵庫教育大学と連携し実施する。 
本研修では、今後の兵庫の英語教育を担う指導力を習得させるため、実習・演

習や事例研究等を通して、各地域でのリーダーとしての識見と能力の向上を図
る。 
また、小中及び中高の円滑な接続を図るための小中・中高それぞれの合同研修

を取り入れるなど、工夫し実施する。 
 

（受講対象者） 
  県立高等学校教員：20人、市町立中学校教員：40人、市町立小学校教員：40人 
 
（主な研修内容） 

高等学校：4技能（「聞く」「話す」「読む」「書く」）の学習到達目標に基づいた
指導法と評価等 

中学校：4技能（「聞く」「話す」「読む」「書く」）をバランスよく指導し、コミ
ュニケーション能力の育成や生徒がつまずきやすい文法事項や内容
等の指導方法 

小学校：ＡＬＴとのティーム・ティーチングの効果的な指導方法や中学校英語
との円滑な接続のための連動の在り方等 

 
○英語教員指導力向上研修（平成 27年度） 
 
（事業概要） 
  県立高等学校等の英語教員の指導力向上を図るため、英語教育の在り方に関す
る有識者会議がまとめた「今後の英語教育の改善・充実方策について（報告）」（平
成 26 年 9 月 26 日）を踏まえ、文部科学省が養成した英語教育推進リーダーを研
修指導者として、平成 27年度から 3年間、授業・評価の改善に関する研修を実施
する。 

 
（受講対象者） 
  県立高等学校及び中等教育学校（後期課程）で英語を担当する全ての主幹教諭・
教諭及び講師（任期期間を付さない常勤講師）等 

 
平成 27 年度実績：高等学校 7地区、346人 

 
（主な研修内容） 
  ア 生徒の英語 4技能を向上させるための指導方法及び評価方法 

イ ＣＡＮ－ＤＯリストの活用                等 
（注）当省の調査結果による。 
 

      外部専門機関と連携した英語指導力向上事業については、調査した教育

委員会のうち 14 教育委員会において実施されているが、各教育委員会管

内における中学 3 年生、高校 3 年生の英語力の推移は、図表 3-(3)-ア-㉗

のとおり、全体的な傾向として、全国平均と同様に中学生・高校生ともに
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伸びは緩やかとなっている。 

 

図表 3-(3)-ア-㉗ 外部専門機関と連携した英語指導力向上事業を実施して

いる都道府県等教育委員会管内における中学 3 年生、高校

3 年生の英語力の推移 
 （単位：％） 

教育委員会 英語力等 
中学 3年生 高校 3年生 

平成
24年度 

25 年度 26 年度 27 年度 
平成
24年度 

25 年度 26 年度 27 年度 

北海道教育委員会 英語力 21.5 21.7 26.5 27.2 28.2 26.1 23.0 27.9 

 
取得者 9.5 9.5 12.4 12.3 9.4 10.3 9.9 10.0 
相当者 12.0 12.2 14.1 14.8 18.7 15.8 13.1 18.0 

宮城県教育委員会 英語力 24.8 24.0 26.0 31.6 25.1 25.3 28.6 31.1 

 
取得者 14.2 13.7 14.1 15.6 8.5 7.6 9.6 9.5 
相当者 10.6 10.3 11.9 16.0 16.6 17.7 18.9 21.6 

秋田県教育委員会 英語力 32.2 38.4 44.6 48.6 31.5 34.1 34.3 35.8 

 
取得者 17.1 28.5 36.5 39.7 17.3 15.9 16.7 15.7 
相当者 15.1 9.9 8.1 8.9 14.2 18.2 17.6 20.1 

山形県教育委員会 英語力 32.8 30.2 34.7 29.4 33.5 35.5 33.9 38.1 

 
取得者 17.2 18.2 18.8 16.6 16.8 19.3 16.8 16.8 
相当者 15.7 12.0 16.0 12.8 16.7 16.2 17.1 21.4 

埼玉県教育委員会 英語力 - 37.1 41.6 39.8 - 28.4 27.8 35.9 

 
取得者 - 21.5 23.1 20.2 - 9.5 9.6 10.3 
相当者 - 15.7 18.5 19.6 - 18.9 18.1 25.6 

千葉県教育委員会 英語力 36.7 36.6 39.6 52.5 24.0 28.3 27.2 44.9 

 
取得者 22.2 21.9 23.3 23.7 8.3 8.9 8.6 8.2 
相当者 14.5 14.7 16.2 28.8 15.8 19.4 18.6 36.7 

東京都教育委員会 英語力 41.7 43.7 49.4 47.9 31.7 34.8 36.3 36.3 

 
取得者 25.6 26.2 30.1 30.2 10.9 12.5 12.6 13.0 
相当者 16.1 17.5 19.3 17.7 20.9 22.2 23.8 23.3 

岐阜県教育委員会 英語力 28.0 32.9 34.8 34.3 31.1 29.3 28.6 37.9 

 
取得者 13.4 16.6 17.3 16.2 8.1 8.1 7.1 8.6 
相当者 14.6 16.3 17.5 18.1 23.0 21.2 21.5 29.3 

愛知県教育委員会 英語力 29.7 28.7 30.1 30.5 31.9 29.1 28.6 30.0 

 
取得者 14.8 14.9 16.5 16.8 7.6 7.7 8.1 8.0 
相当者 14.9 13.8 13.6 13.7 24.2 21.5 20.5 22.0 

京都府教育委員会 英語力 36.2 35.3 40.8 40.2 29.3 30.2 30.6 29.8 

 
取得者 16.7 17.2 20.8 19.6 10.5 10.2 11.4 12.3 
相当者 19.5 18.1 20.1 20.6 18.8 20.0 19.2 17.5 

兵庫県教育委員会 英語力 29.6 29.2 30.6 33.8 35.5 38.4 42.6 42.0 

 
取得者 14.3 12.9 15.4 16.3 10.7 10.1 11.0 11.0 
相当者 15.2 16.3 15.3 17.5 24.9 28.3 31.5 31.0 

広島県教育委員会 英語力 34.0 33.9 39.2 36.7 31.4 31.9 38.5 32.3 

 
取得者 18.1 17.9 22.0 22.3 14.7 14.4 15.9 15.8 
相当者 15.9 16.0 17.2 14.4 16.7 17.5 22.6 16.5 

福岡県教育委員会 英語力 25.3 27.0 25.4 28.2 36.1 37.9 38.1 39.8 

 
取得者 11.8 11.8 12.7 13.3 12.2 13.8 14.6 14.5 
相当者 13.5 15.2 12.8 14.9 23.9 24.2 23.6 25.3 

京都市教育委員会 英語力 30.6 32.4 41.1 40.7 43.2 45.3 48.0 51.4 

 
取得者 16.4 16.3 21.0 21.5 25.0 22.4 25.6 27.1 

相当者 14.2 16.1 20.1 19.2 18.2 22.9 22.3 24.3 
全国平均 英語力 31.2 32.2 34.6 36.6 31.0 31.0 31.9 34.3 

 
取得者 16.2 16.5 16.9 18.9 10.6 11.0 11.0 11.5 

相当者 15.0 15.7 15.7 17.7 20.4 20.0 20.9 22.8 
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（注）1 「英語教育強化地域拠点事業」事業経過報告書及び「外部専門機関と連携し
た英語指導力向上事業」事業経過報告書に基づき、当省が作成した。 
2 政令指定都市のある都道府県教育委員会の数値は、政令指定都市が管轄する
公立中学校・高等学校の実績を除いた数値である。 
3 小数第 2 位を四捨五入しているため、取得者と相当者の合計が英語力の数値
と一致しない場合がある。 
4 埼玉県教育委員会における平成 24年度の英語力は不明である。 

 

      調査した教育委員会及び中学校・高等学校においては、本事業について、

生徒の英語力の向上にどの程度資するのかを具体的に分析しているとこ

ろはないが、図表 3-(3)-ア-㉘のとおり、本事業を効果的と評価（4 教育

委員会）し、本事業を含めた教員研修の拡充を要望する意見（4 教育委員

会、14校）もみられた。 

 

図表 3-(3)-ア-㉘ 教育委員会における外部専門機関と連携した英語指導

力向上事業等に対する意見の例 
区 分 意見の主な内容 

外部専門機関
と連携した英
語指導力向上
事業を評価 

・ 研修協力校が大学教員等の外部専門機関と連携しながら、生
徒や英語教員の英語力向上に係る取組を実施し、県内全体に効
果を波及することができる。また、英語教育推進リーダー中央
研修の受講者による研修は、英語教員の英語力向上に有効であ
ると考える。 

・ 英語教員の指導力向上が生徒の英語力に寄与すると考えて
おり、英語教育推進リーダー中央研修や推進リーダーによる研
修等が有効であると認識している。 

外部専門機関
と連携した英
語指導力向上
事業を含めた
教員研修の拡
充を要望 

・ 生徒の英語力向上のためには、英語教員の指導や英語力を向
上させる必要がある。また、当県では、英語教育推進リーダー
中央研修に教員を派遣し、参加した教員を講師とした英語教育
指導者研修を県内で実施しており、今後も英語教育推進リーダ
ー中央研修を継続的に実施してほしい。 

・ 英語のみならず、アクティブラーニングやプロジェクト型学
習など、指導者の指導力・英語力や進行役としての力量を向上
させるための研修を企画、実施してほしい。 

・ 指定された研修だけでは、よりよい英語教育を行うのは不十
分であり、多くの教員が自費で英語教育の研修会に参加した
り、英会話学校に通ったり、書籍を購入しているため、自主的
に参加する研修等の費用を助成してほしい。 

・ 教員の音声指導力を高めることを含めた研修は実施されて
いるが、これに特化した研修は実施されていない。そのような
音声指導力を高めるためのコーチングプログラム（第 2言語と
しての英語の発音指導法の習得）を英語科の全ての初任者研修
に導入してほしい。 

・ 小学校から英語の授業を実施するに当たって、英語教育とし
て指導できるか疑問であり、教員研修を充実させる必要があ
る。 

（注）当省の調査結果による。 
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ｄ その他の取組 

文部科学省は、「小・中・高等学校を通じた英語教育強化事業」において、

図表 3-(3)-ア-㉙のとおり、拠点として指定された小学校・中学校・高等学

校において実施される生徒の英語力向上に関連する先進的な取組を支援す

る「英語教育強化地域拠点事業」を実施している。 

 

図表 3-(3)-ア-㉙ 英語教育強化地域拠点事業の取組内容 
事 項 内   容 

取組の概要 小・中・高を通じて「英語を使って何ができるようになるか」
の観点から教育目標を設定し、次期学習指導要領の改訂に向け
た先進的な取組を支援し、実践例を全国に普及 

指定の対象 指定の単位は、高等学校、中学校及び当該中学校の管内にあ
る全ての小学校とすることが原則（小学校は英語教育について
の教育課程の特例を認められた教育特例校であることが必要） 
指定地域は、①～④の必須事項のほか、関連する独自の研究

を実施 
① 小学校から高等学校までに一貫した 4技能に係る「ＣＡ
Ｎ－ＤＯリスト」方式での教育目標を提示 

② 小学校 3、4学年での週 1コマ以上の外国語活動の授業の実
施 

③ 小学校 5、6学年での教科型の英語授業の実施 
④ 中学校・高等学校における教育目標の高度化、指導・評
価方法の改善 

支援内容 1地域当たり 350万円程度を上限に支援 
申請対象 都道府県及び政令指定都市の教育委員会、附属小学校を置く国

立大学法人及び学校法人 
指定地域 平成 26 年度：18 地域（小学校 52校、中学校 27校、高等学校

23校、計 102校） 
平成 27 年度：29地域（小学校 113校、中学校 52校、高等学校

46校、計 211校） 
（注）文部科学省の資料に基づき、当省が作成した。 

 

英語教育強化地域拠点事業については、調査した教育委員会のうち 11 教

育委員会において実施されているが、各教育委員会管内における中学3年生、

高校 3 年生の英語力の推移は、図表 3-(3)-ア-㉚のとおり、全体的な傾向と

して、全国平均と同様に中学生・高校生ともに伸びは緩やかとなっている。 
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図表3-(3)-ア-㉚ 英語教育強化地域拠点事業を実施している都道府県教育委

員会管内における中学 3 年生、高校 3 年生の英語力の推移                   

（単位：％） 

教育委員会 英語力等 
中学 3年生 高校 3年生 

平成
24年度 25 年度 26 年度 27 年度 

平成
24年度 25 年度 26 年度 27 年度 

北海道教育委員会 英語力 21.5 21.7 26.5 27.2 28.2 26.1 23.0 27.9 

 
取得者 9.5 9.5 12.4 12.3 9.4 10.3 9.9 10.0 
相当者 12.0 12.2 14.1 14.8 18.7 15.8 13.1 18.0 

秋田県教育委員会 英語力 32.2 38.4 44.6 48.6 31.5 34.1 34.3 35.8 

 
取得者 17.1 28.5 36.5 39.7 17.3 15.9 16.7 15.7 
相当者 15.1 9.9 8.1 8.9 14.2 18.2 17.6 20.1 

山形県教育委員会 英語力 32.8 30.2 34.7 29.4 33.5 35.5 33.9 38.1 

 
取得者 17.2 18.2 18.8 16.6 16.8 19.3 16.8 16.8 
相当者 15.7 12.0 16.0 12.8 16.7 16.2 17.1 21.4 

埼玉県教育委員会 英語力 - 37.1 41.6 39.8 - 28.4 27.8 35.9 

 
取得者 - 21.5 23.1 20.2 - 9.5 9.6 10.3 
相当者 - 15.7 18.5 19.6 - 18.9 18.1 25.6 

千葉県教育委員会 英語力 36.7 36.6 39.6 52.5 24.0 28.3 27.2 44.9 

 
取得者 22.2 21.9 23.3 23.7 8.3 8.9 8.6 8.2 
相当者 14.5 14.7 16.2 28.8 15.8 19.4 18.6 36.7 

東京都教育委員会 英語力 41.7 43.7 49.4 47.9 31.7 34.8 36.3 36.3 

 
取得者 25.6 26.2 30.1 30.2 10.9 12.5 12.6 13.0 
相当者 16.1 17.5 19.3 17.7 20.9 22.2 23.8 23.3 

岐阜県教育委員会 英語力 28.0 32.9 34.8 34.3 31.1 29.3 28.6 37.9 

 
取得者 13.4 16.6 17.3 16.2 8.1 8.1 7.1 8.6 
相当者 14.6 16.3 17.5 18.1 23.0 21.2 21.5 29.3 

京都府教育委員会 英語力 36.2 35.3 40.8 40.2 29.3 30.2 30.6 29.8 

 
取得者 16.7 17.2 20.8 19.6 10.5 10.2 11.4 12.3 
相当者 19.5 18.1 20.1 20.6 18.8 20.0 19.2 17.5 

兵庫県教育委員会 英語力 29.6 29.2 30.6 33.8 35.5 38.4 42.6 42.0 

 
取得者 14.3 12.9 15.4 16.3 10.7 10.1 11.0 11.0 
相当者 15.2 16.3 15.3 17.5 24.9 28.3 31.5 31.0 

広島県教育委員会 英語力 34.0 33.9 39.2 36.7 31.4 31.9 38.5 32.3 

 
取得者 18.1 17.9 22.0 22.3 14.7 14.4 15.9 15.8 
相当者 15.9 16.0 17.2 14.4 16.7 17.5 22.6 16.5 

福岡県教育委員会 英語力 25.3 27.0 25.4 28.2 36.1 37.9 38.1 39.8 

 
取得者 11.8 11.8 12.7 13.3 12.2 13.8 14.6 14.5 
相当者 13.5 15.2 12.8 14.9 23.9 24.2 23.6 25.3 

全国平均 英語力 31.2 32.2 34.6 36.6 31.0 31.0 31.9 34.3 

 
取得者 16.2 16.5 16.9 18.9 10.6 11.0 11.0 11.5 

相当者 15.0 15.7 15.7 17.7 20.4 20.0 20.9 22.8 
（注）1 「英語教育強化地域拠点事業」事業経過報告書及び「外部専門機関と連携した 

英語指導力向上事業」事業経過報告書に基づき、当省が作成した。 
2 政令指定都市のある都道府県教育委員会の数値は、政令指定都市が管轄する公 
立中学校・高等学校の実績を除いた数値である。 

3 小数第 2位を四捨五入しているため、取得者と相当者の合計が英語力の数値 
と一致しない場合がある。 

4 埼玉県教育委員会における平成 24年度の英語力は不明である。 
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今回調査した教育委員会のうち、2 教育委員会からは、本事業を実施し

ている地域では、教員ができる限り授業を英語で行うことに努め、ＡＬＴ

等の 1校当たりの授業頻度を増やすなど、生徒が英語に触れる機会を増加

させることができ、有益であると評価する意見がみられた。 
なお、外部専門機関と連携した英語指導力向上事業及び英語教育強化地

域拠点事業を含む「小・中・高等学校を通じた英語教育強化事業」につい

ては、文部科学省の平成 28年度の行政事業レビューにおいて、「当該事業

は、外部有識者の指摘を踏まえ、アウトカムの成果目標の実績が目標を下

回っている点についての適切な原因分析と分析結果に基づく効果的な対

応策を検討すべきである」との所見が出されている。 
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イ 英語教員の英語力の向上 

（ｱ） 英語教員の英語力の状況 

（要旨） 

英語教員に求められる英語力については、第 2期計画において、平成 29年度

までに、英検準 1級、ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ80点、ＴＯＥＩＣ730点程度以上を達

成した英語教員の割合を、中学校で 50％、高等学校で 75％とする成果指標が設

定されている。 

 文部科学省の「英語教育実施状況調査」によると、中学校英語教員の英語力

は平成24年度27.7％から28年度32.0％に、高等学校英語教員の英語力も24年度

52.3％から28年度62.2％に、それぞれ緩やかに上昇している。 

 都道府県別の状況をみると、平成27年度で、中学校は最高51.7％に対し最低

14.6％、高等学校は最高86.6％に対し最低39.2％となっており、目標を達成済

みは、中学校で1都道府県、高等学校で6都道府県にとどまっている。 

調査した教育委員会からは、英検等取得という国の目標に対して肯定的な意

見（3教育委員会）がある一方で、グローバル人材育成の観点から英語教員に必

要なものは「英語力」だけでなく「英語の指導力」も重要であって、現在の英語

力の成果指標は、教員に必要なものは英語力のみとの誤解を与える（9教育委員

会）、外部検定試験を指標とするのであれば、受験機会の拡大や学習支援等の措

置が必要である（6教育委員会）などの意見がみられ、成果指標に対する教育現

場の理解が十分得られていない状況がみられた。 

また、英語教員の英語力の成果指標とされている英検の取得について、教員

としてメリットがなければ資格を取得しないのではないか、資格を取得するこ

とに対するインセンティブが必要ではないかなどの意見もみられた。 

 

（成果指標とその実績） 

英語教員に求められる英語力については、第 2 期計画において、平成 29

年度までに、英検準 1級、ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ80点、ＴＯＥＩＣ730点程度

以上を達成した英語教員の割合を、中学校で 50％、高等学校で 75％とする

成果指標が設定されている。 

文部科学省は「英語教育実施状況調査」により、英語教員の英語力を把握

しており、これによると、図表 3-(3)-イ-①のとおり、中学校英語教員の英

語力は平成 24年度 27.7％から 28年度 32.0％に、高等学校英語教員の英語

力も 24 年度 52.3％から 28 年度 62.2％に、それぞれ緩やかに上昇してい

る。 

 

 

 



- 148 - 

 

図表 3-(3)-イ-① 中学校・高等学校英語教員の英語力の推移（平成 24 年度～

28 年度）                  

（単位：％） 

区 分 
目標値 

（平成29年度） 
平成 24年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

中学校英語教員 50.0 27.7 27.9 28.8 30.2 32.0 

高等学校英語教員 75.0 52.3 52.7 55.4 57.3 62.2 

 （注）1 平成 24 年度は「『国際共通語としての英語力向上のための五つの提言と具
体的施策』に係る状況調査」（文部科学省）、25 年度から 28年度までは「英
語教育実施状況調査」（文部科学省）に基づき、当省が作成した。 

2 平成 24年度、26年度、27年度及び 28年度はそれぞれ 12月 1日時点、25年
度は 12 月 2日時点の数である。 

 

（都道府県別の状況） 

平成 27年度における都道府県別の英語教員の英語力の状況をみると、図

表 3-(3)-イ-②のとおり、中学校では最高 51.7％（福井県）に対し最低

14.6％（岩手県）、高等学校では最高 86.6％（福井県）に対し最低 39.2％

（千葉県）となっており、目標を上回っているのは、中学校で 1 都道府県、

高等学校で 6都道府県にとどまっている。 

 

図表 3-(3)-イ-② 中学校・高等学校英語教員の都道府県別英語力 

（平成 27 年度）           

（単位：％） 

区 分 
中学校英語教員 高等学校英語教員 

英語力 目標達成状況 英語力 目標達成状況 
北海道 27.8  46.3  
青森県 18.2  47.9  
岩手県 14.6  47.1  
宮城県 28.1  47.5  
秋田県 26.1  53.6  
山形県 19.6  47.2  
福島県 16.6  40.4  
茨城県 22.9  60.0  
栃木県 28.5  55.6  
群馬県 27.0  65.2  
埼玉県 26.6  49.4  
千葉県 30.3  39.2  
東京都 45.3  68.7  
神奈川県 36.6  52.2  
新潟県 29.7  58.1  
富山県 48.7  79.8 ○ 
石川県 41.8  81.0 ○ 
福井県 51.7 ○ 86.6 ○ 
山梨県 21.4  63.6  
長野県 28.0  72.1  
岐阜県 23.7  79.8 ○ 
静岡県 28.8  60.2  
愛知県 34.5  53.5  
三重県 32.0  62.4  
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滋賀県 35.9  62.7  
京都府 26.7  65.2  
大阪府 27.8  47.7  
兵庫県 30.5  57.8  
奈良県 25.3  45.4  
和歌山県 25.3  42.9  
鳥取県 25.7  70.9  
島根県 25.8  48.6  
岡山県 23.1  55.6  
広島県 41.1  73.4  
山口県 32.8  62.3  
徳島県 41.0  63.1  
香川県 29.4  80.8 ○ 
愛媛県 27.4  75.4 ○ 
高知県 22.1  53.7  
福岡県 26.3  51.6  
佐賀県 29.5  66.3  
長崎県 25.9  61.1  
熊本県 26.5  71.4  
大分県 30.9  60.1  
宮崎県 28.8  69.9  
鹿児島県 27.9  49.4  
沖縄県 34.2  71.8  
（注）1 「英語教育実施状況調査」（文部科学省）に基づき、当省が作成した。 

     2 網掛けは、中学校・高等学校英語教員それぞれにおける英語力の割合が
最高のもの及び最低のものに付した。 

   3 「目標達成状況」欄の「○」は、目標を上回っているものを示す。 

 

 調査した教育委員会からは、英検等取得という国の目標に対し、図表 3-

(3)-イ-③のとおり、日本の置かれた国際環境や英語教員の意識改革の観

点から妥当である（2 教育委員会）という意見がある一方、グローバル人

材育成の観点から英語教員に必要なものは「英語力」だけでなく「英語の

指導力」も重要であって、現在の英語力の成果指標は、教員に必要なもの

は英語力のみとの誤解を与える（9教育委員会）、目標とされる英語教員の

英語力の水準の設定根拠が明らかにされていない（5教育委員会）、外部検

定試験を指標とするのであれば、受験機会の拡大や学習支援等の措置が必

要である（6 教育委員会）といった意見があり、成果指標に対する教育現

場の理解が十分得られていない状況がみられた。 

 また、英語教員の英語力の成果指標とされている英検の取得について、

教員としてメリットがなければ資格を取得しないのではないか、資格を取

得することに対するインセンティブが必要ではないかなどの意見もみら

れた。 
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図表 3-(3)-イ-③ 英語教員の英語力の目標に対する教育委員会の意見 

の例 
区 分 意見の主な内容 

国際環境や英語
教員の意識改革
の観点から妥当 

・ 生徒と教員の英語力に関する第 2 期計画の目標は、日本の
置かれた国際環境からみてあるべき姿であり、妥当である。 

・ 目標達成は難しいと考えているが、生徒の英語力の目標値
を 50％と掲げている以上、英語教員の意識改革を促す観点か
ら、この目標値の設定は必要である。 

英語教員に必要
なのは「英語力」
だけでなく、「英
語の指導力」も重
要 

・ 生徒の英語力向上ため、英語教員に必要なのは、「英語力」
だけでなく「英語の指導力」も重要であり、指導力向上のため
の取組も必要である。 

・ 生徒の英語力を高めるには、教員の「英語力」と同様に、「指
導力」の影響も大きく、指導力に関する視点を踏まえた指標
の設定も必要である。 

・ 「英語力」の必要性は否定しないが、同時に「指導力」も必
要であり、英語力のみが取り上げられていることへの反対意
見もある。 

・ 「英語力」と「英語の指導力」は同一ではなく、英検準 1 級
以上を保有することが教員の資質を判断する基準のように用
いられることに違和感がある。 

・ 「英語力」の必要性は否定しないが、外部検定試験の結果だ
けで「英語の指導力」まで測定することはできず、また、受験
勉強等に時間をかけてまで取得する必要性が明らかにされて
おらず、英語教員の意欲が向上しない。 

目標とされる英
語教員の英語力
の水準の設定根
拠が不明確 

・ 授業の全てを英語で実施する場合、英検準 1 級の資格取得
が必要であるのか疑問であり、現在の英語力の目標値の設定
根拠が不明確である。 

・ 英語教員試験に合格している時点で英検準 1 級相当の能力
は有しているはずであるのに、目標はなぜ 100％でないのか、
理由が示されていない。 

・ 英検準 1級「程度」という基準が曖昧であり、外部検定試験
の成績換算表（各試験団体のデータによるＣＥＦＲとの対照
表）も妥当であるのか疑問である。 

外部検定試験を
指標とするので
あれば、受験機会
の拡大や学習支
援等の措置が必
要 

・ 外部検定を指標とするのならば、受験機会の拡大の措置や学
習支援が必要である。 

・ 現在指標となっている英検等以外の資格を取得している教
員も多いため、それらの検定も指標に追加するべきと考える。 

・ 合格できる英語力は保有していても、離島等地理的要因によ
り受験できない場合もあり、受験機会拡大のための環境整備
が必要である。 

その他 ・ 資格を取得するメリットがない以上、英検等の受験推進は困
難であり、国による支援策の明確化が必要である。 

・ 受験勉強等に時間を要してまで取得する必要性が明らかに
されておらず、教員のモチベーションが高まらない。 

・ 目標を達成するためには、英語教員に求められる英語力を身
につけたことに対するインセンティブ（具体的には、給料やボ
ーナスのアップ）も必要ではないか。 

（注）当省の調査結果による。 
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（ｲ）英語教員の英語力の向上に関する取組状況 
（要旨） 

調査した37教育委員会では、教員の英語力向上のため、①教員の英検等の受

験率向上のための受験料の補助や一定の英語力を有する教員確保のための特別

選考制度、②「外部専門機関と連携した英語指導力向上事業」（文部科学省）に

よる教員研修などの取組を実施している。 

 

（英検等の受験促進、教員の特別選考） 

英語教員の外部検定試験については、検定ごとに特別価格で受験できる制度

があるが、国による直接的な受験料の補助は実施されていない。 

また、文部科学省は、平成23年度に都道府県等教育委員会に対し、英語による

コミュニケーション能力（英検準1級、ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ80点等、一定以上の

スコアの所持など）を十分に考慮した採用選考の実施に努める通知を発出して

おり、平成27年度における教育委員会の取組をみると、ⅰ）英語教科試験や英

語教養試験の免除等、一部試験を免除する（19教育委員会）、ⅱ）一次専門試験

の基礎点を加点するなどの加点措置を行う（16教育委員会）、ⅲ）二次試験の筆

記試験をディスカッションに変更するなどの特別の選考を行う（17教育委員会）

などの措置がとられている。 

 一方、調査した教育委員会の中には、ⅰ）「外部専門機関と連携した英語指導

力向上事業」の委託費を活用し、受験料の補助を実施又は実施予定とするもの

（7教育委員会）、ⅱ）独自の財源により、受験料を全額補助するもの（1教育委

員会）のほか、受験料補助は行わず、英検準 1 級等所定の資格を未取得の教員

に対し、外部検定試験を受験させて、その結果を報告することを求めて取得率

アップに取り組む例（1教育委員会）もみられた。 

調査した教育委員会からは、英語教員の英検等の受験に対する受験料の補助

や特別価格による受験制度は、受験率の向上、ひいては英語教員の英語力向上

に効果があるとして、補助の拡大や特別価格の受験制度の継続・拡大のための

国の支援を要望する意見が多数みられた。 

 

（外部専門機関と連携した英語力向上事業による教員研修） 

文部科学省は、前述の「小・中・高等学校を通じた英語教育強化事業」におい

て、英語教員等の指導力向上を目的とした「外部専門機関と連携した英語指導

力向上等事業」を実施している。 

 本事業について、調査した教育委員会からは、本事業を効果的と評価し（12

教育委員会）、本事業を含めた教員研修の拡充を要望する意見（9教育委員会）

もみられた。 
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調査した 37 教育委員会では、教員の英語力向上のため、①教員の英検等

の受験率向上のための受験料の補助や一定の英語力を有する教員確保のた

めの特別選考制度、②「外部専門機関と連携した英語指導力向上事業」（文部

科学省）による教員研修などの取組を実施している。 
 

ａ 英検等の受験促進、教員の特別選考採用 

英語教員の外部検定試験については、図表 3-(3)-イ-④のとおり、文部

科学省からの要請を受け（注）、検定ごとに特別価格で受験できる制度が設

けられているが、国による直接的な受験料の補助は実施されていない。 
（注）「国際共通語としての英語力向上のための 5 つの提言と具体的方策」（平成 23 年

6 月 30日外国語能力の向上に関する検討会）において、生徒の英語力向上を図る
ためには、英語教員の英語力・指導力の強化が極めて重要とされ、その具体的方
策の一つとして、「国、教育委員会は、英語教員に英検、ＴＯＥＦＬ、ＴＯＥＩＣ
等の外部検定試験を受験するよう促すとともに、英語教員に少なくとも求められ
る英語力についてその達成状況を把握・公表する」との指摘を踏まえ、各検定機
関に対して支援を要請したものである。 

 

図表 3-(3)-イ-④ 外部検定試験別の英語教員の受験料（平成 27 年度） 
区 分 割引後の受験料（正規料金） 対 象 

実用英語技能検
定（英検） 

・1級：4,000円（8,400円） 
・準 1級：3,000円（6,900 円） 
・2級：2,500円（5,800円） 
（2級は小学校教員のみ対象） 

・日本国内の小学校に勤務する
常勤の教員（1級、準1級及
び2級） 

・中学校、高等学校、中等教育
学校、特別支援学校、高等専
門学校に勤務する常勤の英語
教員（1級及び準1級） 

ＴＯＥＦＬ ｉ
ＢＴ（インター
ネット版ＴＯＥ
ＦＬテスト） 

21,000円（230 米ドル） 
※ 適用上限は 1,000人まで 

中学校、高等学校、中等教育
学校、特別支援学校、高等専
門学校に勤務する常勤の英語
教員 

ＴＯＥＩＣ公開
テスト 

2,000 円（5,725円） 中学校、高等学校、中等教育
学校、特別支援学校、高等専
門学校に勤務する常勤の英語
教員及び小学校の常勤の教員 

ＧＴＥＣ ＣＴＥ
（4技能） 

5,065 円（6,480円） 中学校、高等学校、中等教育
学校、特別支援学校、高等専
門学校に勤務する常勤の英語
教員及び小学校の常勤の教員 

Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ   Ｅｎ
ｇｌｉｓｈ 

○ケンブリッジ英検 
・ＫＥＴ：7,500円（9,720 円） 
・ＰＥＴ：9,000円（11,880 円） 
・ＦＣＥ：15,500円（19,980 円） 
・ＣＡＥ：17,000円（22,140 円） 
・ＣＰＥ：19,500円（25,380 円） 
○ＴＫＴ（英語教授知識認定テスト） 
・7,200円（9,500 円） 

中学校、高等学校、中等教育
学校、特別支援学校、高等専
門学校に勤務する常勤の英語
教員及び小学校の常勤の教員 

ＩＥＬＴＳ 20,000円 中学校、高等学校、中等教育
学校、特別支援学校、高等専
門学校に勤務する常勤の英語
教員及び小学校の常勤の教員 

（注）1 当省の調査結果による。 
2 特別検定制度の提供内容は年度により異なる。 
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また、文部科学省は、「教員採用等の改善について（通知）」（平成 23

年 12 月 27 日付け 23 文科初第 1334 号文部科学省初等中等教育局長通

知）を発出し、都道府県等教育委員会に対し、英語によるコミュニケー

ション能力（英検準 1 級、ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ80 点等、一定以上のスコ

アの所持など）を十分に考慮した採用選考の実施に努めるよう求めてい

る。 

これを受けた教育委員会の取組をみると、図表 3-(3)-イ-⑤のとおり、

平成 27 年度の例では、ⅰ）英語教科試験や英語教養試験の免除等、一

部試験を免除する（19 教育委員会）、ⅱ）一次専門試験の基礎点を加点

するなどの加点措置を行う（16 教育委員会）、ⅲ）二次試験の筆記試験

をディスカッションに変更するなどの特別の選考を行う（17 教育委員

会）、ⅴ）特別免許状（注）を活用した選考を行う（4 教育委員会）措置

がとられている。 

（注）特別免許状は、教員免許を保有していないが、優れた知識経験等を有する社会

人等を教員として活用する際に都道府県教育委員会が授与する免許状のことであ

る。 

 

図表 3-(3)-イ-⑤ 都道府県等における特別選考等の実施状況（平成 24 年

度～27 年度）           

（単位：教育委員会、％） 
区 分 平成 24年度 25 年度 26 年度 27 年度 

一部試験免除 18（26.9） 17（25.0） 19（27.9） 19（27.9） 

加点制度 - - 8（11.8） 16（23.5） 

特別選考 16（23.9） 16（23.5） 19（27.9） 17（25.0） 

特別免許状を活用し
た選考 

2（3.0） 3 （4.4） 4 （5.9） 4 （5.9） 

（注）1 「公立学校教員採用選考試験の実施方法について」（文部科学省）に基づき、
当省が作成した。 

2 （ ）内は「公立学校教員採用選考試験の実施方法について」の調査対象と
なった教育委員会（平成 24年度：67教育委員会、25年度以降：68教育委員会）
に対し、特別選考を実施している教育委員会が占める割合である。 
3 「加点制度」の実施状況は平成 26年度から把握している。 

 

 一方、当省が調査した教育委員会の中には、図表 3-(3)-イ-⑥のとお

り、ⅰ）「外部専門機関と連携した英語指導力向上事業」の委託費を活用

し、英検等の受験料の補助を実施又は実施予定とするもの（7 教育委員

会）のほか、ⅱ）独自財源により、受験料を全額補助するもの（1 教育

委員会）がみられた。 

このほか、受験料補助は行わず、外部検定試験を受験させて、英検準

1 級等所定の資格を未取得の教員に対し、その結果を報告することを求

めて取得率アップに取り組む例（1教育委員会）もみられた。 
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図表3-(3)-イ-⑥ 当省が調査した教育委員会における外部検定試験に対する 

補助等の取組内容 
区 分 取組内容 実施主体 

「外部専門機関
と連携した英語
指導力向上事
業」の委託費を
活用し、英検等
の受験料の補助
を実施又は実施
予定 

平成 26年度から中学校・高等学校の英語教員の
英検受験料を全額補助（一人年間 1回のみ） 

秋田県教育委員会 

 平成 26年度から県が実施する「英語指導力向上
セミナー」において、英検準 1級、ＴＯＥＦＬ ｉ
ＢＴ80 点以上、ＴＯＥＩＣ730 点以上程度の資格
を取得していない者及び受験を希望する者に対し
て実施するＴＯＥＩＣ ＩＰテストの受験料を全
額補助 

山形県教育委員会 

平成26年度から高等学校英語教員の初任者研修
においてＴＯＥＩＣ ＩＰテストを実施し、その
受験料を全額補助 

埼玉県教育委員会 

平成 28年度から「中・高英語教員指導力向上事
業」を受講した中学校・高等学校英語教員のうち、
希望者 120人分の英検受験料を全額補助 

千葉県教育委員会 

平成 26年度から中学校・高等学校英語教員を対
象とした各種研修において、ＴＯＥＩＣ ＩＰテ
ストを実施し、その受験料を全額補助 

さらに、平成 28年度からは、採用から 4・6・12
年目に受講する研修において、英検準 1 級等の資
格を有していない中学校・高等学校英語教員に対
しＴＯＥＩＣ ＩＰテストの受験を義務化 

岐阜県教育委員会 

平成 26年度から中学校・高等学校英語教員、小
学校・総合支援学校教員のうち希望する者に対し
て、英検準 1級以上、ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ、ＴＯＥ
ＩＣ ＩＰテストの受験料を全額補助 

京都市教育委員会 

平成27年度から中学校の新規採用英語教員に対
して英検等の受験料を全額補助 

さらに、平成 28年度からは、英語教育推進リー
ダーによる研修に参加した中学校・高等学校英語
教員にＴＯＥＩＣ ＩＰテストの受験を義務付
け、その受験料を全額補助 

福岡県教育委員会 

独自財源によ
り、受験料を全
額補助 

平成24年度から府立学校英語教員を対象に英検
の受験料を全額補助 

さらに、平成 28年度から府が実施する「英語教
育人材育成強化事業」において、中学校の英語担当
教員の英検等外部検定試験の受験率を向上させる
ことを目的として、50 歳未満の中学校の英語担当
教員全員が対象となる研修において、ＴＯＥＩＣ 
ＩＰテストを実施 

京都府教育委員会 

受験料補助は行わず、外部検定試験を受験させて、英検準 1級等所
定の資格を未取得の教員に対し、その結果を報告することを要求 

広島県教育委員会 

（注）当省の調査結果による。 
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調査した教育委員会からは、図表 3-(3)-イ-⑦のとおり、英語教員の

英検等の受験に対する受験料の補助や特別価格による受験制度は、受験

率の向上、ひいては英語教員の英語力向上に効果があるとして、補助の

拡大や特別価格の受験制度の継続・拡大のための国の支援を要望する意

見が多数みられた。 

 

図表 3-(3)-イ-⑦ 英語教員の英検等の受験料の補助や特別価格による 

受験制度に対する教育委員会の意見の例 
意見の内容 

・ 英検等の外部検定試験の特別価格での受験は、受験者の負担軽減となり、受
験意欲、英語力の強化にもつながるので、継続を求める。 

・ 教員の英語力の目標については、外部検定試験を受験することが前提とな
ることから、受験料を全額補助するなどの措置を講じないと、取得率以前に
受験率を上げることが難しいと感じている。教員の外部検定試験の受験率を
上げるため、教員を対象とした特別価格による受験制度について、更に割引
額を上げる必要があると考える。 

・ 教員が英検を受験する場合、公益財団法人日本英語検定協会の教員専用特
別検定料制度があり、約半額で受験できるが、教員の英語力向上のため、無
償とするなど更なる拡充・支援を求める。 

・ 教員の資格取得が進むよう、現在行われている外部検定試験の特別価格に
よる受験制度の実施に加え、オンラインの活用等、受験が容易になるような
試験も実施してほしい。 

・ 教員の英語力の強化を求めるのであれば、外部検定試験による英語力判定
に対して、各検定試験実施機関による自主的な割引にとどまらず、国として
主体的な方策を提示すべきである。 

（注）当省の調査結果による。 

 

ｂ 外部専門機関と連携した英語力向上事業による教員研修 

文部科学省は、前述の「小・中・高等学校を通じた英語教育強化事業」に

おいて、英語教員等の指導力向上を目的とした「外部専門機関と連携した英

語指導力向上等事業」を実施しており、前述のとおり、文部科学省の平成 28

年度の行政事業レビューにおいて、「当該事業は、外部有識者の指摘を踏ま

え、アウトカムの成果目標の実績が目標を下回っている点についての適切な

原因分析と分析結果に基づく効果的な対応策を検討すべきである」との所見

が出されている。 

本事業について、調査した教育委員会からは、図表 3-(3)-イ-⑧のとおり、

本事業を効果的と評価し（12 教育委員会）、本事業を含めた教員研修の拡充

を要望する意見（9教育委員会）もみられた。 
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図表 3-(3)-イ-⑧ 教員研修に係る都道府県等教育委員会における意見の例 
区 分 意見の主な内容 

外部専門機関
と連携した英
語指導力向上
事業を評価 

・ 「外部専門機関と連携した英語指導力向上事業」研修協力校で
の授業改善の取組により、県が実施する英語指導力向上セミナー
で学んだ成果を授業実践にいかし、普及することができ、教員の
英語力向上への必要感と意欲の向上につながっている。 

・ 英語教育推進リーダー中央研修の参加者による研修を実施す
ることにより、最新の英語教育についての情報提供を行うととも
に、グローバル・スタディ科教員の実践的な指導技術が高まって
いる。 

・ 英語教育推進リーダー中央研修の受講により、オールイングリ
ッシュによる授業展開等、授業改善が図られつつあり、当該研修
後の各域内における普及研修の実施も進められている。 

外部専門機関
と連携した英
語指導力向上
事業を含めた
教員研修の拡
充を要望 

・ 英語教育推進リーダー中央研修に参加できる定員の関係で英
語担当教員が全員参加できる状況ではないため、研修参加枠を広
げてほしい。 

・ 多忙な教員が自由な時間に学ぶことができるよう、オンライン
等を活用した英語力向上に係る学習支援が必要である。 

（注）当省の調査結果による。 
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